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監査の結果について

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第242条第1項の規定に基づ

き、請求人から提出された住民監査請求について、同条第5項の

規定に基づき監査した結果を次のとおり請求人に通知したので、

これを公表する。

　　令和3年9月24日

� 神奈川県監査委員　村　�上　�英　�嗣　

� 同　　　　　　　　太　�田�　眞　�晴　

� 同　　　　　　　　吉　�川�　知惠子　

� 同　　　　　　　　嶋　�村�　ただし　

� 同　　　　　　　　てらさき�　雄　�介　

� 監第1104号　

� 令和3年6月29日　

請求人

（略）　様

請求人代理人

（略）　様

� 神奈川県監査委員　村　�上　�英　�嗣　

� 同　　　　　　　　太　�田　�眞　�晴　

� 同　　　　　　　　吉　�川　�知惠子　

� 同　　　　　　　　嶋　�村　�ただし　

� 同　　　　　　　　てらさき�　雄　�介　

住民監査請求に基づく監査の結果について（通知）

　令和3年4月30日に受理した住民監査請求（以下「本件監査請

求」という。）について、地方自治法（昭和22年法律第67号。以下

「法」という。）第242条第5項の規定に基づき、監査を行ったの

で、その結果を次のとおり通知する。

第1　請求に対する判断

　　�　請求のうち、神奈川県（以下「県」という。）が、Ａ社と

「林政情報システムデータ更新委託業務成果品の修補に係る

契約」（以下「本件修補契約」という。）を締結したこと及び

本件修補契約に基づく成果品を受領後に非正規に取得したソ

フトウェアの使用に係る調査等を行っていないことについて

は不適法な請求のため却下し、その余の請求は棄却する。

第2　請求の内容

　 1　請求人から提出された令和3年4月30日付け請求書の内容

　　�　（原則、内容は原文「請求の要旨」のまま。ただし、「神奈

川県」を「県」に、「林政課」を神奈川県行政組織規則（昭和

31年神奈川県規則第64号）に基づき「森林再生課」に、「地方

自治法」を「法」にそれぞれ表記を変更した。）

　　第�1　県がＡ社との間で締結した、「令和元年12月5日付け林

政情報システムデータ更新委託業務成果品の修補に係る契

約の締結行為」（契約の締結）が不当であるから、必要な措

置を講じることを求める。

　　　1 �　県は、Ａ社に対し、平成28年度から平成30年度まで、県

森林再生課の林政情報システムデータ更新業務を委託し

た。

　　　　�　平成31年3月頃、Ａ社から納品済みであった平成28年度

及び平成29年度の成果品データに大規模な不具合がある

ことが発覚した。

　　　　�　その後、Ａ社は、令和元年9月25日、県に対し顚末報

告書を提出し、林政情報システムデータ更新業務におい

て合意していた特記仕様書と異なる作業をしていたこと、

成果品に不具合を確認したこと、平成30年度業務に関し

ては未実施作業があること等を報告した。

　　　　�　上記不具合の原因は、不具合が3年度にもわたって発

生していること、範囲も小さくないことから、単なる人

為的ミスによるものではなく、特記仕様書に違反して作

業したことによるものであると考えられる。

　　　2 �　しかるに、県は、上記のような状況において、Ａ社と

の間の林政情報システムデータ更新業務に係る契約を解

除せず、十分な原因究明もしないまま、漫然と、Ａ社と

の間で令和元年12月5日付けで林政情報システムデータ

更新委託業務成果品の修補に係る契約を締結して同社に

委託しており、かかる契約締結行為は不当である。

　　　3 �　なお、令和元年12月5日から1年以上が経過している

が、本件は新聞報道されていたわけではなく、神奈川県

議会で議題に上がったこともないから、1年内に監査請

求をしなかったことについて「正当な理由」がある（法

242条2項ただし書）。

　　第�2　県がＡ社から令和元年12月5日付け林政情報システム

データ更新委託業務成果品の修補に係る契約に基づき受領

した「成果品修補物について、本来すべき調査を怠って受

領した行為（具体的には、Ａ社の再委託先が業務に使用す
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るソフトウェアＡｒｃＩｎｆｏの不正ライセンスを使用し

ていたことを看過し、成果品修補物を受領した行為）」（契

約の履行）及びその後何ら調査等を行っていない行為（財

産の管理を怠る事実）が違法ないし不当であるから、必要

な措置を講じることを求める。

　　　1 �　第1記載のとおり、県はＡ社との間で令和元年12月5

日付けで林政情報システムデータ更新委託業務成果品の

修補に係る契約を締結した。

　　　　�　当該契約において、Ａ社が業務を他社に再委託するこ

とについては認められていたが、成果品修補物を作成す

るにあたり、作成に使用するソフトウェアのライセンス

は正規に取得されたものでなければならず、不正ライセ

ンスを使用してはならないことは言うまでもない。そし

て、委託先であるＡ社、又は再委託先が不正ライセンス

を使用している疑いがある場合は、県としては、そのよ

うな事実がないことを確認した上で契約の履行をさせる

べきである。

　　　　�　また、不正ライセンスを使用していたことが事後的に

発覚した場合は、ライセンサーに対し報告し、その同意

を得るなど、必要な措置を講じるべきである。

　　　2 �　しかるに、Ａ社は、業務の一部をＢ社に再委託したが、

Ｂ社は、業務に使用するソフトウェアであるＡｒｃＩｎ

ｆｏ　Ｗｏｒｋｓｔａｔｉｏｎの最新版（ＡｒｃＩｎｆ

ｏ　Ｗｏｒｋｓｔａｔｉｏｎバージョン10.0）を所持して

おらず、非正規に取得した旧版のＡｒｃＩｎｆｏ　Ｗｏ

ｒｋｓｔａｔｉｏｎを使用していた疑いがある。

　　　　�　そして、かかる疑いについては、県も把握していたが、

県は、ライセンサーであるＣ社に対し、「旧バージョンの

ライセンスを使用すること」「現行バージョンと旧バー

ジョンで位置精度等の違いが出ないこと」は確認したよ

うではあるものの、肝心の、Ｂ社が正規版を所持してい

るのか、非正規に取得したものを所持しているのかにつ

いては確認を怠ったまま、成果品修補物を受領し、かつ、

その後本日までＡ社又はＢ社に対する調査を怠っている。

　　　　�　したがって、かかる成果品修補物を受領した行為及び

必要な措置を講じていない行為（不作為）が違法ないし

不当である。

　　第�3　平成28年から平成30年の林政情報システムデータ更新委

託業務に不完全履行があった件について、損害賠償請求を

しないことが違法ないし不当である（違法・不当に財産の

管理を怠っている）から、必要な措置を講じることを求め

る。

　　　1 �　第1記載のとおり、県は、Ａ社に対し、平成28年度か

ら平成30年度まで、県森林再生課の林政情報システム

データ更新業務を委託したところ、納品済みであった平

成28年度及び平成29年度の成果品データに大規模な不具合

があることが発覚し、平成30年度の成果品のデータも当

初の契約どおりには納品されず、最終的にこれらを受領

したのは令和 2年 4月30日である。

　　　　�　このように、修補に長期期間を要した上、そのため、

その間、本来であればなされていたはずの、令和元年度

の林政情報システムデータ更新業務の発注がなされず、

令和元年度分の業務は1年停滞することとなった。かか

る停滞については今もってなお解消されていないものと

思われる。

　　　2 �　そうだとすれば、成果修補品を受領したとしても、県

においては損害が発生していることは明らかであるが、

県は、Ａ社に対しては何ら損害賠償等を請求しておらず、

違法・不当に財産の管理を怠っているというべきである。

　2　請求人

　　　氏名　（略）

　　　住所　（略）

　3　請求人代理人

　　　（略）

　4　請求人から提出された事実を証する書面

　　�　（原則、題名は原文「事実を証する書面」のまま。ただし、

「甲1号証」を「甲第1号証」に、「甲2号証」を「甲第2

号証」にそれぞれ表記を変更した。なお、甲第1号証及び甲

第2号証は令和3年4月30日付けで、甲第3号証から甲第6

号証までは同年5月21日付けで提出されたものであり、甲第

3号証から甲第6号証までには具体的な題名は付されていな

い。）

　　　甲第1号証�　「わたしの提案」に送付した質問内容（質問

者についてはマスキング処理済み）の写し

　　　甲第2号証�　「わたしの提案」に対する回答（質問者につ

いてはマスキング処理済み）の写し

　　　甲第3号証

　　　甲第4号証

　　　甲第5号証

　　　甲第6号証

第3　請求の受理

　　�　本件監査請求は、実際に受け付けた令和3年4月30日付け

をもって受理した。

第4　監査の実施

　1　請求人からの証拠の提出及び陳述

　　⑴　証拠の提出

　　　　請求人から、新たな証拠の提出はなかった。

　　⑵　陳述の内容

　　　�　請求人代理人は、令和3年6月1日15時30分から神奈川県

庁新庁舎3階の第2監査室において、監査委員に対して陳

述を行った。

　　　�　陳述の内容は次のとおりであった（発言のまま記載して

いる。）。

　　　　はい、それでは請求人代理人として陳述いたします。

　　　�　今回、請求の要旨は、神奈川県職員措置請求書、第1、

第 2、第 3それぞれに記載しているとおりでございます。

　　　�　本日は、口頭でこのような機会をいただき、感謝申し上

げますとともに、簡単ではありますが、第1、第2、第3

それぞれについて、口頭でも趣旨を明確にするため、補足

して説明をさせていただきます。
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　　　�　まず第1に、本件はいずれも、神奈川県と民間の会社で

あるＡ社との間の契約をめぐる問題点に関し必要な措置を

請求するものでございますが、第1に、神奈川県がＡ社と

の間で締結した、令和元年12月5日付け、林政情報システ

ムデータ更新委託業務成果品の修補に係る契約の締結行為

の不当性を指摘するものであります。

　　　�　こちらは、具体的なとるべき措置まで特定する必要は裁

判例上ないとされているものと思いますので、特別こうす

べきだったということは、今回の措置請求書の中に記載は

ございませんけれども、非常に簡潔に申し上げれば、Ａ社

という会社が納品した成果品データに、大規模な不具合が

あったことがわかったにもかかわらず、その後も、さらに、

その契約の修補を、成果品の修補をするという契約を結ん

でいることが、不適切だったのではないか。契約の解除等

をすべきだったのではないか、あるいは損害賠償等をすべ

きだったのではないかという観点から、必要な措置をとる

べきという指摘をするものであります。仮に修補契約で足

りると判断されるのであれば、請求人としては、その根拠

を県民に対し明確に説明いただきたいと考えての請求でご

ざいます。

　　　�　具体的には、第1の1、2、3それぞれに記載しており

ますとおりです。なお、この修補契約自体は、令和元年12

月5日でありまして、請求書の提出日時点では1年以上が

経過していましたが、特別、新聞報道等されていたわけで

はなく、議会でも話題に上がったこともないと考えていま

すので、1年以内に監査請求をしなかったことについては、

正当な理由があると考えております。こちらが第1でござ

います。

　　　�　続けて、第2について申し上げます。第2は、同じく神

奈川県とＡ社との契約をめぐる問題点の指摘でございます

が、Ａ社側において、使用していたソフトウェアＡｒｃＩ

ｎｆｏのライセンスの違反があったのではないかという指

摘がその趣旨でございます。

　　　�　会社間の個別のライセンス関係でありますので、請求人

個人においての調査には限界がございます。ですので、今

回これ以上の証拠提出は現時点では特に想定はしておりま

せん。しかし、資料としてお付けしております、甲1号証

及び甲2号証、甲1が、神奈川県森林再生課の「わたしの

提案」というものに、送信した質問内容でございまして、

　　　�それに対するご回答が甲2号証となっております。甲1号

証のフォーマットがしっかりしていないのは、送信した質

問内容が、質問者のもとに自動返信のような形で明確に

返ってくる、エビデンスとして使用しやすいものがあるわ

けではないようでして、質問者本人から、このような内容

　　　�で質問しましたというものをメールでいただいて、それを

文書に貼り付けたという体裁のものですから、甲1号証は

やや見にくいかと思います。が、内容としては甲1が質問、

甲2がそれに対する回答でございます。甲1の質問7のと

ころをご確認いただけますでしょうか。甲1の質問7、2

ページ目になりますけれども、こちらに、ＡｒｃＩｎｆｏ

の旧バージョンはほぼ非正規ライセンスで稼働していると

か、Ｂ社、これはＡ社が再委託している先になりますけれ

ども、その会社Ｂ社が使用するＡｒｃＩｎｆｏは旧バー

ジョンであり、かつ非正規ライセンスであるといった指摘

がなされております。Ｂ社のライセンスに関し疑義を呈す

るこのような情報提供がなされていたにもかかわらず、神

奈川県として、十分な調査を行わずに、そのライセンス問

題を看過して、Ａ社に対し、業務委託を継続するなどした

ということであれば、それ自体が問題であるととらえて指

摘するものでございます。

　　　�　甲2号証の質問7の回答を見ていただきますと、保守契

約されていない旧バージョンのライセンスを使用すること、

現行バージョンと旧バージョンで位置精度等の違いが出な

いことは、Ｃ社、というのはこのライセンス提供側の会社

ですけれども、確認済みですという、非常に簡潔なご回答

が出てるわけですけれども、よく注意深く読んでいただき

ますと、質問と回答が、必ずしもかみ合っていない、非正

規ライセンスじゃないかという問題提起に対して、現行で

も旧バージョンでも、位置精度等の違いが出ない、要は機

能として問題がないという回答になっているというふうに

請求人としては認識しております。ライセンスに問題がな

いかどうかについては調査がなされていない、あるいは調

査されたのに、黙認されたのではないかという疑いを持っ

てのことでございます。

　　　　最後に第3について、申し上げます。措置請求書の3ペ

　　　�ージ目の下から3行目第3になりますが、これは平成28年

から平成30年の林政情報システムデータ更新委託業務、Ａ

社が請け負った委託業務に、不完全履行があった件につい

て、現在まで、損害賠償請求を、同じくＡ社に対してしな

いことが違法ないし不当であるということを申し上げるも

のです。

　　　�　この28年から30年の、成果品データに不具合があった点

については第1にも重複して申し上げていますけれども、

最終的には、平成30年度の成果品のデータも、当初の契約

どおりには納品されなかったということがあって、全部受

領したのは令和2年4月30日ということでございます。こ

のように、問題があって、修補の契約を結んで修補をして、

受領するまでに長期間要しております。かつ、これはこち

らで見る限りですけれども、令和元年度の林政情報システ

ムデータの更新業務については、発注された形跡が見つか

りません。発注してないということの証拠までは請求人に

おいては用意できないわけですけれども、おそらく発注し

ていないのではないかと。とすれば、請求人の認識として

は、今回問題にしている林政情報システムデータの更新業

務というのは、数年にわたって、緻密に調査を続けている

ものであって、1年分欠けるというわけにはいかない性質

のものと考えていますので、おそらく令和元年度は、令和

2年のうちに、令和元年分をやってくれという発注をする

ことになったのか、あるいは、2年分どこかでまとめて

やってくれという形になったのか、詳細は全く不明ではあ
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りますけれども、その遅れを解消するために、並々ならぬ、

努力ないし金銭的に言えば損害が発生しているはずではな

いかと思われます。停滞については、今もって、なお解消

されていないものと思われますので、県として何かの措置

を講じるべきではないかと、成果修補品を受領すればそれ

でいいというものではなくて、県においては損害が発生し

ているので、Ａ社に対して損害賠償請求等を請求すべきで

あるという趣旨で、ご指摘するものであります。

　　　　陳述は以上でございます。

　2　監査対象事項の特定

　　�　請求人は、県の行為について以下のとおり主張していると

認められる。

　　⑴�　平成28年度林政情報システムデータ更新委託業務に係る

契約（以下「平成28年度契約」という。）、平成29年度林政

情報システムデータ更新委託業務に係る契約（以下「平成

29年度契約」という。）及び平成30年度林政情報システムデ

　　　�ータ更新委託業務に係る契約（以下「平成30年度契約」と

いい、これら3契約を総称して「本件委託業務契約」とい

う。）に基づくそれぞれの成果品に大規模な不具合等があっ

た状況において、県が、十分な原因究明もしないまま、漫

然と本件修補契約を締結したことが不当である。

　　⑵�　Ａ社の再委託先であるＢ社が非正規に取得したソフト

ウェアを使用していた疑いがあったことを把握していたに

もかかわらず、県が、必要な確認を怠ったまま、本件修補

契約に基づく成果品を受領したことが違法又は不当である。

　　⑶�　本件修補契約に基づく成果品の受領後に、県がＡ社又は

Ｂ社に対して、非正規に取得したソフトウェアの使用に係

る調査等を行っていないことが違法又は不当である。

　　⑷�　本件委託業務契約に基づく成果品に不具合等があったの

に、県が、Ａ社に対して損害賠償請求をしていないことが

違法又は不当である。

　　�　以上のことから、本件委託業務契約に基づくそれぞれの成

果品に大規模な不具合等があった状況において、県が本件修

補契約を締結したことが違法又は不当な契約の締結に該当す

るか否か、Ｂ社が非正規に取得したソフトウェアを使用して

いた疑いがあったことについて必要な確認を怠ったまま、県

が本件修補契約に基づく成果品を受領したことが違法又は不

当な契約の履行に該当するか否か、本件修補契約に基づく成

果品を受領後に、県がＡ社又はＢ社に対して非正規に取得し

たソフトウェアの使用に係る調査等を行っていないことが違

法又は不当な財産の管理を怠る事実に該当するか否か、さら

には、本件委託業務契約に基づく成果品に不具合等があった

のに、県がＡ社に対して損害賠償請求をしていないことが違

法又は不当な財産の管理を怠る事実に該当するか否かを監査

対象事項とした。

　3　監査対象箇所への調査

　　�　本件監査請求に関し、監査対象箇所として、林政情報シス

テムを所管する環境農政局緑政部森林再生課（以下「森林再

生課」という。）を選定し、令和3年6月1日13時30分から神

奈川県庁新庁舎3階第2監査室において職員調査を実施し、

本件委託業務契約及び本件修補契約の状況等についての聴取

を行った。なお、職員調査後も、必要に応じて、電話等で追

加聴取を行った。

　　　森林再生課の主張の要旨は、次のとおりであった。

　　⑴　林政情報システムの概要について

　　　�　林政情報システムは、森林法（昭和26年法律第249号）第

5条に規定される神奈川地域森林計画（以下「計画」とい

う。）を5年ごとに策定するに当たり、その森林資源情報の

基礎データを管理することを目的として昭和60年に構築さ

れた。

　　　�　計画の策定業務の一環として、計画の基本となる各種の

森林情報の収集と整理のため、毎年度、県内の民有林を対

象に資源的な調査（森林の区域、樹種、成長量等の変化）

と、社会的な調査（森林の所有形態や保安林の指定等、森

林に関する法規制の状況変化等についての調査）を行って

いる。

　　　�　これらの調査によって得られたデータをもとに、森林面

積や森林蓄積、林齢構成などの集計を行うとともに、計画

の附属資料としての森林計画図や森林簿等の作成を行って

いる。

　　　�　県では、これら大量の森林情報を適切に管理し、その活

用を図るため、森林情報と地図情報をコンピュータで一体

的に管理する地理情報システム（ＧＩＳ）を導入した「林

政情報システム」を構築している。

　　　�　ＧＩＳを利用することにより、森林現況に関する各種

データの集計、分析をデジタル処理にて行うことができる

とともに、様々な目的に応じて森林情報を視覚的に表示、

出力することが可能になる。

　　　�　なお、運用を開始した当時は、独自に開発した林政情報

システムにて運用していたが、現在は林政情報システムに

おいて扱っていたデータベースのみの更新を毎年度委託業

務している。

　　⑵ 　林政情報システムデータ更新に係る委託業務の状況等に

ついて

　　　�　林政情報システムデータ更新に係る委託業務については、

昭和60年度から平成17年度まではＡ社と随意契約を締結して

おり、平成18年度以降は契約方法を条件付き一般競争入札

へと変更した。

　　　�　しかし、平成18年度時点においては、委託業務の修正対

象となるデータが「カバレッジ形式」という古いデータ形

式であることに加え、当該データの編集を行うためには、

ソフト開発会社による更新が終了している専用アプリケー

ションが必要であることを委託業務契約に係る特記仕様書

に規定しており、対応できる事業者が限定されること等か

ら、結果的には平成18年度から平成30年度までのいずれの

年度もＡ社が落札し、受注していた。

　　　�　なお、林政情報システムデータは5年ごとの計画の策定

において使用するもので、次期策定の令和4年度までに当

該データが更新されていれば足りるものであり、毎年度委

託業務している理由は、委託業務に係る予算及び業務量の
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それぞれの平準化を図るためである。

　　⑶　本件委託業務契約及び本件修補契約の状況等について

　　　�　本件委託業務契約及び本件修補契約の状況等は次のとお

りである。

契約名称 本件委託業務契約 本件修補
契約平成28年度

契約
平成29年度
契約

平成30年度
契約

契約方法 条件付き一般競争入札 随意契約

応札者数 2者 3者 1者 －

契約者 Ａ社

契約金額 9,990,000円 22,150,800円 13,392,000円 0円（無償）

契約日 平成28年
9月5日

平成29年
7月3日

平成30年
9月10日

令和元年
12月5日

契約期間 契約日～
平成29年
3月31日

契約日～
平成30年
3月30日

契約日～
平成31年
3月29日

契約日～
令和2年
4月30日

検査日 平成29年
3月30日

平成30年
3月23日

平成31年
3月27日

令和2年
4月30日

支払日 平成29年
5月2日

平成30年
3月30日

平成31年
4月23日

－

　　　（注）　契約金額及び契約期間は、変更契約後のものである。

　　⑷ 　本件委託業務契約に基づく成果品の不具合等の内容、影

響等について

　　　�　本件委託業務契約に基づく成果品に係る不具合等につい

て、Ａ社は県に対して複数回報告を行っており、当該報告

を踏まえた不具合等の内容及び影響は、次のとおりである。

　　　ア　不具合等の内容等について

　　　　�　平成28年度契約の履行に当たって扱うＧＩＳデータは

カバレッジというデータ形式であり、ソフト開発会社の

更新が終了している専用ソフト及びライセンスが必要で

ある。そして、データが欠落したり、精度が低下したり

するため、他のデータ形式に変換して作業を行うことは

禁止している。

　　　　�　しかしながら、Ａ社は、平成28年度契約に係る特記仕

様書「10　その他　⑶」に違反して、他のデータ形式に

より図形作成作業を行ったことから、図形データの位置

にずれが生じ、面積の集計値に誤差を生じさせた。また、

附属する属性項目で、データの欠落や誤入力があった。

　　　　�　また、平成29年度契約に基づく成果品についても、平

成28年度契約に基づく成果品のエラーを引き継ぎ、同様

の仕様違反を行ったため、データに不具合を生じさせた。

　　　　�　さらに、平成30年度契約に基づく成果品においても同

様の仕様違反及びデータの不具合があったことに加え、

平成30年度契約に係る特記仕様書に規定された作業の一

部が未実施であったことから更新されていないデータが

あった。

　　　　�　なお、これらの不具合等は、平成27年度林政情報シス

テムデータ更新委託業務に係る成果品を基に無償で実施

された本件修補契約により全て修復が完了している。

　　　イ　不具合等の影響について

　　　　�　本件委託業務契約の目的は、森林資源情報の基礎デー

タを修正更新し、5年ごとに策定する計画に附属する森

林計画図や森林簿などを作成することである。

　　　　�　属性項目に係るデータの不具合については、平成29年

度に行った計画に係る附属資料の作成のためのデータ分

析・集計作業において参照する項目ではなかったため、

計画の策定業務上の支障はなかった。

　　　　�　また、図形データがずれた距離は、縮尺5,000分の1の

計画図上に表示できる限界の長さを大きく下回り、図面

上の表示に影響はなかった。

　　　　�　そして、図形データの面積の誤差については、誤差の

あった全ての図形データの数値を検証した結果、森林簿

の最小面積単位である0.01ha未満の差であることを確認し

ており、計画の策定業務に影響を及ぼさない範囲である

と判断している。

　　　　�　これらの個々の図形データの面積の差により、県全域

の森林面積の集計値に0.03haの誤差が生じたが、県内の森

林面積全体の約8万haに対して、ほぼ0％であり、同じ

く計画の策定業務に影響はないと判断した。

　　⑸ 　本件委託業務契約に基づく成果品に不具合等があったに

もかかわらず当該成果品の修補に係る契約をＡ社と締結し

た理由について

　　　�　「⑷　本件委託業務契約に基づく成果品の不具合等の内

容、影響等について　イ　不具合等の影響について」のと

おり、結果的には計画の策定業務には影響はないと判断し

たものの、本件委託業務契約に基づく成果品に不具合等が

発見された以上、Ａ社が当該成果品に係る修補責任を免れ

るものではないと判断した。

　　　�　当初は、当該成果品の修補業務を受注できるか否かにつ

いて、森林再生課が所管する業務に係る契約実績がある事

業者5者に電話で確認したところ、いずれの事業者も対応

できない旨の回答であったことから、Ａ社以外の他事業者

に対して当該成果品の修補に係る業務を委託することを断

念した。

　　　�　そのため、平成30年度契約に基づく成果品の修補は、平

成30年度契約に係る契約書第24条に基づく「瑕
か

疵
し

担保責任」

として、修補の請求権をＡ社に対して行使することとした。

　　　�　併せて、平成28年度契約及び平成29年度契約に基づくそ

れぞれの成果品の不具合についても、Ａ社からの無償によ

る修補の申入れがあったことから、令和元年12月5日に当

該成果品の修補に係る契約をＡ社と締結した。

　　⑹ 　本件委託業務契約に係る特記仕様書にＡ社が違反したこ

と等に対する措置について

　　　�　「⑷　本件委託業務契約に基づく成果品の不具合等の内

容、影響等について　ア　不具合等の内容等について」の

とおりの不具合等があったことに加え、平成29年度契約及

び平成30年度契約に係るそれぞれの特記仕様書では、「3　

業務概要　⑵　業務上の留意点（必要環境機器）」及び「9

　業務詳細　⑵　作業準備」において、専用ソフト等必要

環境や機器が備えられているかについて、必要により県が

立ち入り確認を行うことを規定しており、実際に平成29年11

月及び平成31年1月にＡ社に出向き、同社の作業者のパソ

コン上で、特記仕様書に定められたソフトウェアを使用し

ていること及びカバレッジ形式にて編集を行っていること
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について、同社担当者から説明を受けながら確認するとと

もに、県が指示した修正箇所を画面にて表示させ、その修

正方法の聞き取りを行う等、作業環境の確認を行った。

　　　�　その際、Ａ社は、平成29年度契約及び平成30年度契約に

係るそれぞれ特記仕様書に違反し、カバレッジ形式以外の

形式により編集作業を行っていた事実があるにもかかわら

ず、仕様どおりの作業をしているよう偽装し、終始カバレ

　　　ッジ形式によって編集している旨の虚偽の説明を行った。

　　　�　さらに、Ａ社として、平成30年 5月には平成28年度契約

及び平成29年度契約に基づくそれぞれの成果品に何らかの

不具合が生じているおそれがあることを把握していたにも

かかわらず、県に対して報告を行わないまま平成30年度契

約を締結し、その後も平成31年3月まで何も報告せず、本

件委託業務契約に係る特記仕様書に違反していることを認

める報告を文書で行ったのは令和元年9月であった。

　　　�　これらの理由から、県は、神奈川県指名停止等措置要領

別表第2の措置要件第5号中の区分「その他契約条件に違

反したとき」に該当するものとして、Ａ社に対して3か月

の指名停止（指名停止期間：令和元年12月17日から令和2

年3月16日まで（3か月））を行っている。

　　⑺ 　本件修補契約に係る業務の協力企業（再委託先）である

Ｂ社が非正規に取得したソフトウェアを使用していた事実

の把握の有無について

　　　�　本件修補契約に係る契約書第3条第1項において、本件

修補契約に係る業務を再委託することについては、県が承

諾する場合のみ認めている。

　　　�　Ａ社は、本件修補契約に係る作業実施計画書において、

データ修正作業の体制を提示しており、この中で検査担当

（役割：データ品質検査（属性データ））にＢ社を協力企業

（再委託先）として配置することとしており、県はこの作業

体制を承諾した。

　　　�　しかし、そもそも発注者が受注者に対して、作業で使用

するソフトウェアの取得経緯までを調査する必要はないこ

とに加え、本件修補契約に係る契約書及び特記仕様書にお

いても、協力企業（再委託先）であるＢ社に対して調査等

を行う特段の規定はなく、また、実際に調査等は行ってい

ないことから、Ｂ社が非正規に取得したソフトウェアを使

用した事実は把握していない。

　　⑻　本件修補契約に係る県の検査の実施について

　　　�　令和2年4月30日に、本件修補契約に係る契約書第2条

第1項に基づき、Ａ社が委託業務完了通知書を提出したこ

とから、完了検査実施予定日を令和2年4月30日（木）10時、

検査員を環境農政局緑政部自然環境保全課副課長（以下

「Ｅ職員」という。）とする完成検査を実施することを森林

再生課主査（以下「Ｆ職員」という。）が起案し、同日、森

林再生課長及び自然環境保全課長の決裁を経た。

　　　�　そして、同日、Ｅ職員が当該契約書第2条第1項及び神

奈川県環境農政局工事等検査要綱（以下「要綱」という。）

に基づき、「神奈川県林政情報システムデータ修正　作業実

施計画書」を踏まえ、「報告書」、「照査結果確認資料」等の

成果品について、それらの成果品と本件修補契約に係る設

計図書を見比べて確認するとともに、必要に応じて、当該

完成検査に同席していたＡ社担当者に対し口頭による確認

を行った。

　　　�　併せて、当該契約書第7条第1項に基づき、あらかじめ

調査職員として選任していたＦ職員が行った令和元年12月

及び令和2年1月の2回の作業状況に係る立入確認の結果

について、当該立入確認の結果に係る報告書及びＦ職員に

対して口頭による確認を行った。

　　　�　これらの確認等により当該完成検査を実施し、Ｅ職員が

作成した当該完成検査に係る完了検査調書には、「神奈川県

林政情報システムデータ修正　作業実施計画書」、「報告書」、

「照査結果確認資料」等とともに当該完成検査の状況の写

真を添えた。

　　⑼ 　本件委託業務契約に基づく成果品に不具合等が生じたこ

とによる県への損害の有無及び損害がある場合、Ａ社に対

して損害賠償等を請求していない理由について

　　　�　県顧問弁護士による法律相談を踏まえ、次の理由により、

Ａ社に対して損害賠償請求をしないことと判断した。

　　　ア　県への損害の有無について

　　　　�　本件委託業務契約に基づく成果品については、業務の

履行を確認し、検査及び支払が済んでいることから、当

該成果品は完成とみなされ、本件委託業務契約に係る特

記仕様書の違反による不具合等については瑕疵と判断し

た。

　　　　�　そして、「⑷　本件委託業務契約に基づく成果品の不

具合等の内容、影響等について　イ　不具合等の影響に

ついて」のとおり、当該瑕疵は、計画の策定業務上の支

障はなかったことに加え、平成27年度林政情報システム

データ更新委託業務に係る成果品を基に無償で実施され

た本件修補契約により全て修復が完了している。

　　　　�　したがって、計画の策定における支障はなく、また、

当該瑕疵に係る修補にも不必要な県費の負担は生じてい

ないこと、そして、それ以外の県費の負担を含め、不必

要な県費を支出又は負担した事実はないことから損害は

発生していない。

　　　イ�　Ａ社に対して損害賠償等を請求していない理由につい

て

　　　　�　「ア　県への損害の有無について」のとおり、損害は

発生していないことから損害賠償をＡ社に対して請求し

ておらず、本件委託業務契約に基づく成果品に係る瑕疵

の修補請求をＡ社に対して行い、当該瑕疵の修補が完了

した成果品の納品を受けることが妥当と判断した。

　　⑽ 　令和元年度に林政情報システムデータ更新委託業務が行

えなかったことによる県への影響について

　　　�　本件委託業務に基づく成果品に係る不具合等が判明した

ことにより、令和元年度に予定していた林政情報システム

データ更新委託業務について、令和元年度内の発注ができ

なかった。

　　　�　しかしながら、令和元年度内に当該委託業務を発注でき
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なかったことにより、不必要な県費を支出又は負担した事

実はないことに加え、従前からのカバレッジ形式のデータ

を更新した上で、汎用性のあるジオデータベース形式及び

シェープファイル形式により納品することなど、特記仕様

書の内容を新たに見直して発注した令和2年度の林政情報

システムデータ更新委託業務に係る契約（以下「令和2年

度契約」という。）において、令和元年度に発注を予定して

いた分も含めて、2か年分の林政情報システムデータの更

新を行うこととし、令和3年3月に成果品の納品を受ける

ことができた。

　　　�　したがって、令和元年度時点においては林政情報システ

ムデータ更新委託業務の停滞はあったものの、令和2年度

契約によりその停滞は解消されたことから、現時点で県へ

の影響はない。また、林政情報システムデータは5年ごと

の計画の策定において使用するもので、前記のとおり、次

期策定の令和4年度までに当該データが更新されていれば

業務上の影響は受けない。

　　　�　なお、令和2年度契約に係る特記仕様書の見直しにより、

令和3年度以降の林政情報システムデータ更新委託業務に

おいては、汎用的な形式のデータを扱う作業となることか

ら、当該委託業務に係る入札を執行した場合には、従前に

比して応札者の増加が見込まれている。

　　⑾　本件監査請求に対する見解について

　　　ア�　「2　監査対象事項の特定　⑴」に掲げる主張につい

て

　　　　�　本件修補契約を締結した理由は、「⑸　本件委託業務契

約に基づく成果品に不具合等があったにもかかわらず当

該成果品の修補に係る契約をＡ社と締結した理由につい

て」のとおりであり、不当な契約に当たるとは考えてい

ない。

　　　イ�　「2　監査対象事項の特定　⑵及び⑶」に掲げる主張

について

　　　　�　Ａ社は、「⑺　本件修補契約に係る業務の協力企業（再

委託先）であるＢ社が非正規に取得したソフトウェアを

使用していた事実の把握の有無について」のとおり、本

件修補契約に係る作業実施計画書において、データ修正

作業の体制を提示しており、加えて、アドバイザ・照査

担当（役割：外部照査（プロセス・データ）及び技術支

援）にソフトウェアの日本国内での販売会社であるＣ社

を協力企業（再委託先）として配置することとしており、

県はこの作業体制を承諾した。

　　　　�　そして、この作業体制によりＣ社は業務の履行過程に

おいて、使用するソフトウェアのライセンスについても

確認を行っている。

　　　　�　また、県は、保守期間が終了したライセンスを使用す

ることについて、Ｃ社からＡ社を通じ「永続的ライセン

スとして購入されたものであるため、ソフトウェアが動

作する環境さえあれば保守の有無に関係なく利用は可能

である」旨の回答を受けている。

　　　　�　これらの状況により、県は、本件修補契約に係る特記

仕様書に規定する必要環境機器の条件は満たしていると

認識しており、本件修補契約に係る業務の履行の際に受

注者であるＡ社及び協力企業（再委託先）であるＢ社の

使用するソフトウェアが正規に取得されたものであるか

否かについてまで発注者である県が確認する必要はなく、

また、このことは、本件修補契約に基づく成果品の受領

後であっても同様であると考えている。

　　　　�　したがって、違法又は不当な契約の履行及び違法又は

不当な財産の管理を怠る事実に当たるとは考えていない。

　　　ウ�　「2　監査対象事項の特定　⑷」に掲げる主張につい

て

　　　　�　県がＡ社に対して損害賠償請求をしていない理由は、

「⑼　本件委託業務契約に基づく成果品に不具合等が生

じたことによる県への損害の有無及び損害がある場合、

Ａ社に対して損害賠償等を請求していない理由について」

のとおりであり、違法又は不当な財産の管理を怠る事実

に当たるとは考えていない。

　　　　�　なお、「⑽　令和元年度に林政情報システムデータ更新

委託業務が行えなかったことによる県への影響について」

のとおり、令和元年度時点においては林政情報システム

データ更新委託業務の停滞はあったものの、令和2年度

契約によりその停滞は解消されたことから、現時点で県

への影響はなく、損害は発生していない。

　4　関係人への調査

　　�　本件監査請求に関し、法第199条第8項の規定に基づき、本

件修補契約の履行の際に使用するソフトウェアである「Ａｒ

ｃＩｎｆｏ　Ｗｏｒｋｓｔａｔｉｏｎ」への関わり方、使用

状況等について、令和3年6月22日に本件修補契約における

県との契約者であるＡ社並びに協力企業（再委託先）とされ

るＢ社及びＣ社の各々の社から、別々に聞き取りによる調査

を実施するとともに、関係資料の確認を行った。

　　　それぞれの社の主張の要旨は、次のとおりであった。

　　⑴　Ａ社の主張の要旨について

　　　�　本件修補契約に係る特記仕様書において、「カバレッジの

編集が可能なＤ社製ＧＩＳソフトを作業者ＰＣに用意する

こと」及び編集環境として「作業場所にＡｒｃＩｎｆｏ　

Ｗｏｒｋｓｔａｔｉｏｎを用意すること」が規定されてい

ることから、それらの規定を満たす作業環境を構築する必

要があった。

　　　�　そこで、本件修補契約において、従前から従業員がＡ社

の事業所内に常駐する契約を締結し、ＡｒｃＩｎｆｏ　Ｗ

ｏｒｋｓｔａｔｉｏｎの操作に長
た

けているＢ社を属性デー

タに対する検査担当として、また、ＡｒｃＩｎｆｏ　Ｗｏ

ｒｋｓｔａｔｉｏｎの日本国内での販売会社であるＣ社を

全体的なアドバイザかつ外部照査担当として、それぞれを

協力企業（再委託先）とした。

　　　�　また、本件修補契約に係る業務で用意したＡｒｃＩｎｆ

ｏ　Ｗｏｒｋｓｔａｔｉｏｎは全てＡ社が保有するもので

あり、ＡｒｃＩｎｆｏ　Ｗｏｒｋｓｔａｔｉｏｎのバー

ジョンについては、ｖｅｒ．9.3で最新のｖｅｒ．10.0では
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なかった。

　　　�　しかし、そもそもＡｒｃＩｎｆｏ　Ｗｏｒｋｓｔａｔｉ

ｏｎについては、サポート自体が終了しているが、動作す

る環境さえあれば関係なく使用できること、そして、ｖｅ

ｒ．9.3とｖｅｒ．10.0のどちらのバージョンでも成果品の

精度に影響を与えないものであることをＣ社に確認すると

ともに、ｖｅｒ．9.3を使用することについて県の承諾を得

ていた。

　　　�　本件修補契約に係る業務のＢ社の全ての作業は、Ａ社の

事業所内にあるＡ社が正規に取得し保有するｖｅｒ．9.3の

ＡｒｃＩｎｆｏ　Ｗｏｒｋｓｔａｔｉｏｎがインストール

されたＡ社所有のＰＣを使用して行われた。

　　　�　なお、Ａ社以外の従業員にＡｒｃＩｎｆｏ　Ｗｏｒｋｓ

ｔａｔｉｏｎを使用させることは問題がないことについて

は、Ｃ社の了解を得ていた。

　　　�　以上により、本件修補契約において、Ａ社が非正規又は

不正にＡｒｃＩｎｆｏ　Ｗｏｒｋｓｔａｔｉｏｎを取得し、

かつ、使用した事実はない。

　　⑵　Ｂ社の主張の要旨について

　　　�　本件修補契約における属性データに対する検査担当とし

て、Ａ社と契約を締結し協力企業（再委託先）となった。

　　　�　従前からＡ社とは、Ｂ社の従業員がＡ社の事業所内に常

駐する契約を締結していることもあり、本件修補契約に係

る業務のＢ社の全ての作業は、Ａ社内にあるＡ社が保有す

るＡｒｃＩｎｆｏ　Ｗｏｒｋｓｔａｔｉｏｎがインストー

ルされたＡ社所有のＰＣで行ったことから、Ｂ社の事業所

内で行ったことはない。

　　　�　また、そもそもＢ社はＡｒｃＩｎｆｏ　Ｗｏｒｋｓｔａ

ｔｉｏｎを保有しておらず、本件修補契約に係る業務の作

業のためＡｒｃＩｎｆｏ　Ｗｏｒｋｓｔａｔｉｏｎを取得

した事実はない。

　　　�　以上により、本件修補契約において、Ｂ社が非正規又は

不正にＡｒｃＩｎｆｏ　Ｗｏｒｋｓｔａｔｉｏｎを取得し、

かつ、使用した事実はない。

　　⑶　Ｃ社の主張の要旨について

　　　�　Ｃ社は、ＡｒｃＩｎｆｏ　Ｗｏｒｋｓｔａｔｉｏｎの日

本国内での販売会社であることから、本件修補契約におけ

る全体的なアドバイザかつ外部照査担当としてＡ社と契約

を締結し協力企業（再委託先）となった。

　　　�　ＡｒｃＩｎｆｏ　Ｗｏｒｋｓｔａｔｉｏｎについては、

最新はｖｅｒ．10.0であり、既に2015年末に保守期間が終了

しているが、保守期間が終了しているＡｒｃＩｎｆｏ　Ｗ

ｏｒｋｓｔａｔｉｏｎであっても、動作する環境さえあれ

ば使用できる。

　　　�　また、ｖｅｒ．10.0より前のバージョンであっても成果品

（ＡｒｃＩｎｆｏカバレッジ形式のデータ）のデータ仕様に

影響を与えることはない。

　　　�　なお、ＡｒｃＩｎｆｏ　Ｗｏｒｋｓｔａｔｉｏｎは、購

入時に固有のライセンスコードが発行され、米国Ｄ社の認

証サーバーに当該コードを登録することで使用が可能とな

るもので、購入者以外の者が同一コードで新たに登録し使

用することはできない仕様である。

　　　�　本件修補契約における外部照査の担当として、Ｂ社とは

契約関係がないことから、Ｂ社に対してＡｒｃＩｎｆｏ　

Ｗｏｒｋｓｔａｔｉｏｎの使用環境を確認したわけではな

いが、Ａ社の作業者ＰＣにおけるＡｒｃＩｎｆｏ　Ｗｏｒ

ｋｓｔａｔｉｏｎのインストール状況等を確認したところ、

適切にインストールされており、使用環境について問題は

認められなかった。

　　　�　Ｃ社は、作業者ＰＣにＡｒｃＩｎｆｏ　Ｗｏｒｋｓｔａ

ｔｉｏｎが適切にインストールされ、動作することを確認

しており、この確認は、認証サーバーに正当な手続でコー

ドが登録されていることの証左ともなる。

　　　�　また、ＡｒｃＩｎｆｏ　Ｗｏｒｋｓｔａｔｉｏｎのライ

センス購入についてＡ社はＣ社と契約を締結しており、そ

の契約書（「マスター契約書」）には「お客様は、コンサル

タントまたは請負業者に対して、（ⅰ）お客様が利用するた

めにＤ社製品の稼働環境を提供すること、（ⅱ）お客様の

利用目的を達成させる場合に限りＤ社製品を使用すること、

を許可することができる」と記載されていることから、本

件修補契約に係る作業に当たり、そもそも新たに又は不正

にＡｒｃＩｎｆｏ　Ｗｏｒｋｓｔａｔｉｏｎを取得する必

要性はないと思われる。

第5　監査の結果

　1　認定した事実

　　�　職員調査による森林再生課及び関係人調査による関係人か

らの説明等を踏まえ、認定した事実は次のとおりである。

　　⑴ 　本件委託業務契約及び本件修補契約に係る経緯等につい

て

　　　�　本件委託業務契約及び本件修補契約の状況等については、

「第4　監査の実施　3　監査対象箇所への調査　⑶　本

件委託業務契約及び本件修補契約の状況等について」のと

おりであるが、契約変更等の状況やＡ社からの報告等の状

況を含め、これらを時系列で整理すると次のとおりである。

年度 月日 内容

平成28
年度

9月5日 　平成28年度契約を締結

1月30日 　平成28年度契約に係る変更契約（契
約期間の変更）を締結

3月8日 　平成28年度契約に係る変更契約（契
約金額の変更）を締結

同月30日 　平成28年度契約に基づく成果品の完
成検査を実施

平成29
年度

5月2日 　平成28年度契約に係る契約金額支払

7月3日 　平成29年度契約を締結

12月21日 　平成29年度契約に係る変更契約（契
約期間及び契約金額の変更）を締結

3月23日 　平成29年度契約に基づく成果品の完
成検査を実施

同月30日 　平成29年度契約に係る契約金額支払

平成30
年度

5月頃 　平成28年度契約及び平成29年度契約
に基づくそれぞれの成果品について、
何らかの不具合が生じているおそれが
あることをＡ社は認識するも県へは報
告せず

9月10日 　平成30年度契約を締結

3月頃 　平成28年度契約及び平成29年度契約
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に基づくそれぞれの成果品について、
何らかの不具合が生じているおそれが
あり、内部調査を行うことをＡ社から
県へ口頭により報告

同月27日 　平成30年度契約に係る変更契約（契
約金額の変更）を締結

同日 　平成30年度契約に基づく成果品の完
成検査を実施

平成31
年度
（令和元
年度）

4月23日 　平成30年度契約に係る契約金額支払

9月25日 　本件委託業務契約の仕様違反に係る
詳細（仕様違反の内容等）をＡ社が県
に文書で報告

10月9日 　本件委託業務契約の仕様違反に係る
詳細（仕様違反に係る調査報告の遅延
理由等）をＡ社が県に文書で報告

12月5日 　本件修補契約の締結

令和2
年度

4月17日 　本件修補契約に係る変更契約（契約
期間の変更）を締結

同月30日 　本件修補契約に基づく成果品の完成
検査を実施

同日 　本件修補契約に基づく成果品を受領

　　⑵　本件修補契約に係る検査の状況等について

　　　ア　検査に係る規定等について

　　　　�　法第234条の2では、普通地方公共団体が工事若しくは

製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他

の契約を締結した場合においては、契約の適正な履行を

確保するため又はその受ける給付の完了の確認をするた

め必要な監督又は検査をしなければならないとされてお

り、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の

15では、検査は、契約書、仕様書及び設計書その他の関

係書類（当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁

的記録を含む。以下同じ。）に基づいて行わなければなら

ないとされている。そして、これらの規定を受け、神奈

川県財務規則（昭和29年神奈川県規則第5号）では、第

51条に「監督及び検査」に係る規定が置かれており、環

境農政局では、要綱を定め、同局が所管する工事及び委

託業務の検査に関し必要な事項を定めている。

　　　イ　検査の対象

　　　　�　「ア　検査に係る規定等について」のとおり、検査は、

契約の相手方の給付の完了について、その給付が契約の

内容どおり適正に行われているかどうかを契約書、仕様

書及び設計書その他の関係書類に基づき確認するもので

あるとされている。

　　　　�　本件修補契約に係る特記仕様書「7　成果品」では、

「受注者は、成果品として『別紙成果品一覧』に記載す

るものを納入するものとする」とされていることから、

本件修補契約に係る検査は、この成果品一覧に記載され

た成果品について契約の内容どおりに適正に納入された

ものかどうかを確認するものである。

　　　ウ　本件修補契約に係る検査の実施等について

　　　　�　本件修補契約に係る検査については、令和2年4月30

日付けの完了検査調書において、同日に本件修補契約に

基づく成果品に係る検査を行ったことがＥ職員から報告

されており、当該完成検査調書には、「神奈川県林政情報

システムデータ修正　作業実施計画書」、「報告書」、「照

査結果確認資料」等とともに完了検査実施当日の状況と

思われる写真が添えられている。そして、県は、同日に

当該成果品を受領している。

　　　　�　なお、検査の内容について、県は、「第4　監査の実施

　3　監査対象箇所への調査　⑻　本件修補契約に係る

県の検査の実施について」に記載のとおりであるとして

いる。

　　⑶　本件修補契約の作業に係る使用ソフトウェアについて

　　　�　本件修補契約に係る特記仕様書「3　業務概要　⑵　業

務上の留意点（必要環境機器）」において、受注者は、業務

の作業に当たり、ＡｒｃＩｎｆｏ　Ｗｏｒｋｓｔａｔｉｏ

ｎを用意することとされているが、そのバージョンについ

ては指定されていない。

　　　�　本件修補契約において保守期間が終了しているライセン

スを使用することについては、Ｃ社が令和2年5月11日に、

件名を「ＲＥ：【神奈川県林政情報システムデータ】保守契

約切れのライセンス利用について」としたＡ社宛ての電子

メールにおいて、「保守切れのライセンスのご利用に関しま

しては、当該ライセンスは『Ｐｅｒｐｅｔｕａｌ　Ｌｉｃ

ｅｎｓｅ（永続的ライセンス）』としてご購入いただいたも

のですから、ソフトウェアが動作する環境さえあれば保守

の有無に関係なくご利用いただけます」との回答をしてい

る。

　　　�　また、「第4　監査の実施　4　関係人への調査　⑶　Ｃ

社の主張の要旨について」のとおり、保守期間が終了して

いるＡｒｃＩｎｆｏ　Ｗｏｒｋｓｔａｔｉｏｎであっても

動作する環境さえあれば使用でき、最新のｖｅｒ．10.0より

前のバージョンであっても成果品のデータ仕様に影響を与

えることはないとしている。

　　　�　なお、「第4　監査の実施　4　関係人への調査　⑴　

Ａ社の主張の要旨について」及び「第4　監査の実施　4

　関係人への調査　⑵　Ｂ社の主張の要旨について」のと

おり、ＡｒｃＩｎｆｏ　Ｗｏｒｋｓｔａｔｉｏｎを使用し

た業務の作業状況について、Ａ社及びＢ社は次のとおりで

あったとしている。

　　　　①�　本件修補契約に係る業務におけるＢ社の全ての作業

は、Ａ社の事業所内にあるＡ社所有のＰＣを使用して

行われた。

　　　　②�　本件修補契約に係る業務で用意したＡｒｃＩｎｆｏ　

Ｗｏｒｋｓｔａｔｉｏｎは、全てＡ社が正規に取得し

保有するもので、そのバージョンは最新のｖｅｒ．10.0

ではなくｖｅｒ．9.3であった。

　　　　③�　Ｂ社はＡｒｃＩｎｆｏ　Ｗｏｒｋｓｔａｔｉｏｎを

保有しておらず、本件修補契約に係る業務の作業のた

めＡｒｃＩｎｆｏ　Ｗｏｒｋｓｔａｔｉｏｎを取得し

た事実はない。

　　　�　一方、「第4　監査の実施　4　関係人への調査　⑶　

Ｃ社の主張の要旨について」のとおり、Ｃ社は、Ａ社の作

業者ＰＣにおけるＡｒｃＩｎｆｏ　Ｗｏｒｋｓｔａｔｉｏ

ｎのインストール状況等を確認したところ、適切にインス
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トールされており、使用環境について問題は認められな

かったとしている。

　　⑷　本件修補契約に係る契約金額等について

　　　�　本件修補契約については、令和元年12月5日付けで締結

した後、令和2年4月17日付けで契約期間の変更を内容と

する変更契約を締結している。

　　　�　本件修補契約に係る契約書では、契約金額に係る記載は

一切認められないが、「第4　監査の実施　3　監査対象箇

所への調査　⑸　本件委託業務契約に基づく成果品に不具

合等があったにもかかわらず当該成果品の修補に係る契約

をＡ社と締結した理由について」のとおり、平成30年度契

約に基づく成果品の修補は、「瑕疵担保責任」として、修補

の請求権をＡ社に対して行使することとし、併せて、平成

28年度契約及び平成29年度契約に基づくそれぞれの成果品

の不具合についても、Ａ社から無償による修補の申入れが

あったことから、本件委託業務契約に基づく成果品の修補

に係る契約をＡ社と締結したとしており、また、当該契約

書第2条第1項に基づきＡ社が県に提出した令和2年4月

30日付けの委託業務完了通知書では、契約金額の欄は「－

円也」と記載されていて、当該通知書の提出に伴い、同項

に基づきＥ職員が成果品に係る完成検査を実施したことに

関する完了検査調書では、契約金額の欄は「￥0－」と記

載されていることなどから、本件修補契約は、Ａ社が無償

で林政情報システムデータ更新委託業務成果品の修補を行

うものであり、本件修補契約の締結に伴い新たな県費の負

担は生じていない。

　　⑸ 　令和元年度に林政情報システムデータ更新委託業務が行

えなかったことによる県への影響について

　　　�　「第4　監査の実施　3　監査対象箇所への調査　⑽　

令和元年度に林政情報システムデータ更新委託業務が行え

なかったことによる県への影響について」のとおり。

　2　判断の理由

　　�　本件監査請求に関し、「1　認定した事実」を踏まえ、本件

委託業務契約に基づくそれぞれの成果品に大規模な不具合等

があった状況において、県が本件修補契約を締結したことが

違法又は不当な契約の締結に該当するか否か、Ｂ社が非正規

に取得したソフトウェアを使用していた疑いがあったことに

ついて必要な確認を怠ったまま、県が本件修補契約に基づく

成果品を受領したことが違法又は不当な契約の履行に該当す

るか否か、本件修補契約に基づき成果品を受領後に、県がＡ

社又はＢ社に対して非正規に取得したソフトウェアの使用に

係る調査等を行っていないことが違法又は不当な財産の管理

を怠る事実に該当するか否か、さらには、本件委託業務契約

に基づく成果品に不具合等があったのに、県がＡ社に対して

損害賠償請求をしていないことが違法又は不当な財産の管理

を怠る事実に該当するか否かについて、以下のとおり判断を

行った。

　　⑴ 　本件委託業務契約に基づくそれぞれの成果品に大規模な

不具合等があった状況において、県が本件修補契約を締結

したことが違法又は不当な契約の締結に該当するか否かに

ついて

　　　�　本件修補契約の締結日は、「1　認定した事実　⑴　本件

委託業務契約及び本件修補契約に係る経緯等について」の

とおり、令和元年12月5日であり、本件監査請求の請求日

は本件修補契約の締結日から既に1年を経過している。

　　　�　法第242条第1項では、普通地方公共団体の住民は、当該

普通地方公共団体の執行機関又は職員について、違法若し

くは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、

契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担

がある（当該行為がなされることが相当の確実さをもって

予測される場合を含む。）と認めるとき、又は違法若しくは

不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る

事実（以下「怠る事実」という。）があると認めるときは、

これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、

当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事

実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によって当該普

通地方公共団体の被った損害を補塡するために必要な措置

を講ずべきことを請求することができると規定している。

　　　�　さらに同条第2項では、前項の規定による請求は、当該

行為のあった日又は終わった日から一年を経過したときは、

これをすることができない。ただし、正当な理由があると

きは、この限りでないと規定している。

　　　�　この「正当な理由」について、平成14年9月12日付け最

高裁判所第一小法廷判決では、「法242条2項本文は、普通

地方公共団体の執行機関、職員の財務会計上の行為は、た

とえそれが違法、不当なものであったとしても、いつまで

も監査請求ないし住民訴訟の対象となり得るものとしてお

くことが法的安定性を損ない好ましくないとして、監査請

求の期間を定めている。しかし、当該行為が普通地方公共

団体の住民に隠れて秘密裡
り

にされ、1年を経過してから初

めて明らかになった場合等にもその趣旨を貫くのが相当で

ないことから、同項ただし書は、『正当な理由』があるとき

は、例外として、当該行為のあった日又は終わった日から

1年を経過した後であっても、普通地方公共団体の住民が

監査請求をすることができるようにしているのである。し

たがって、上記のように当該行為が秘密裡にされた場合に

は、同項ただし書にいう『正当な理由』の有無は、特段の

事情のない限り、普通地方公共団体の住民が相当の注意力

をもって調査したときに客観的にみて当該行為を知ること

ができたかどうか、また、当該行為を知ることができた

と解される時から相当な期間内に監査請求をしたかどうか

によって判断すべきものである。そして、このことは、当

該行為が秘密裡にされた場合に限らず、普通地方公共団体

の住民が相当の注意力をもって調査を尽くしても客観的に

みて監査請求をするに足りる程度に当該行為の存在又は内

容を知ることができなかった場合にも同様であると解すべ

きである。したがって、そのような場合には、上記正当な

理由の有無は、特段の事情のない限り、普通地方公共団体

の住民が相当の注意力をもって調査すれば客観的にみて上

記の程度に当該行為の存在及び内容を知ることができたと
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解される時から相当な期間内に監査請求をしたかどうかに

よって判断すべきものである」としている。

　　　�　請求人は、本件修補契約を締結した令和元年12月5日か

ら1年以内に本件監査請求をしなかったことについて、「第

2　請求の内容　1　請求人から提出された令和3年4月

30日付け請求書の内容　第1　3」のとおり、「本件は新

聞報道されていたわけではなく、神奈川県議会で議題に上

がったこともないから、1年内に監査請求をしなかったこ

とについて『正当な理由』がある」と主張する。

　　　�　しかしながら、請求人は、相当の注意力をもって調査す

れば客観的にみて住民監査請求をするに足りる程度に当該

行為の存在及び内容を知ることができたと解される時から

相当な期間内に住民監査請求をしたかどうかについては、

何ら主張しておらず、さらには、当該行為の存在及び内容

をいつ知ることができたのかについても言及していないこ

となどから、「正当な理由」が摘示されているとはいえな

い。

　　　�　したがって、本件監査請求のうち、⑴に係る請求は、法

第242条第2項に定める要件を欠くものであり、不適法なも

のである。

　　⑵ 　Ｂ社が非正規に取得したソフトウェアを使用していた疑

いがあったことについて必要な確認を怠ったまま、県が本

件修補契約に基づく成果品を受領したことが違法又は不当

な契約の履行に該当するか否かについて

　　　�　本件修補契約に基づく成果品については、「1　認定した

事実　⑵　本件修補契約に係る検査の状況等について　ウ

　本件修補契約に係る検査の実施等について」のとおり、

Ｅ職員が令和2年4月30日に当該成果品に係る検査を行い、

同日付けで完了検査調書を作成しており、県は、同日に当

該成果品を受領している。そして、具体的な検査の方法、

内容等について、県は、「第4　監査の実施　3　監査対象

箇所への調査　⑻　本件修補契約に係る県の検査の実施に

ついて」のとおりであるとしている。

　　　�　一方、検査は、契約の相手方の給付の完了について、そ

の給付が契約の内容どおり適正に行われているかどうかを

契約書、仕様書等の関係書類に基づき確認するものである

とされており、本件修補契約に係る特記仕様書において、

受注者は、成果品として「別紙成果品一覧」に記載するも

のを納入するものとされていることから、本件修補契約に

係る検査は、この成果品一覧に記載された成果品について

契約の内容どおりに適正に納入されたものかどうかを確認

するものとなる。このため、当該成果品の受領に当たって

の検査において、ＡｒｃＩｎｆｏ　Ｗｏｒｋｓｔａｔｉｏ

ｎの取得経緯まで確認する必要があるとは認められない。

　　　�　なお、関係人からＡｒｃＩｎｆｏ　Ｗｏｒｋｓｔａｔｉ

ｏｎを使用した業務の作業状況について聴取するなどして

調査した限りにおいて、Ｂ社が非正規に取得したソフト

ウェアを使用していた事実は認められなかった。

　　　�　したがって、⑵に係る請求について、県が本件修補契約

に基づく成果品を受領したことは違法又は不当な契約の履

行に該当するとはいえない。

　　⑶ 　本件修補契約に基づく成果品を受領後に、県がＡ社又は

Ｂ社に対して非正規に取得したソフトウェアの使用に係る

調査等を行っていないことが違法又は不当な財産の管理を

怠る事実に該当するか否かについて

　　　�　本件修補契約に係る特記仕様書「7　成果品」では、「受

注者は、成果品として『別紙成果品一覧』に記載するもの

を納入するものとする」と規定しており、別紙成果品一覧

では本件修補契約に基づく具体的な成果品が一覧で記載さ

れている。そして、その納品方法については、「ＤＶＤ収

録」「ＤＶＤ－Ｒ収録」「紙出力図面」「簡易製本」のいずれ

かとなっており、全て有体物であることが認められる。

　　　�　これらの有体物は「物品」に該当することから、本件修

補契約に基づき県が受領した成果品は、法第237条に規定す

る「財産」に該当する。

　　　�　本件監査請求において、請求人は、本件修補契約に基づ

く成果品を受領後に、県がＡ社又はＢ社に対して非正規に

取得したソフトウェアの使用に係る調査等を行っていない

ことが違法又は不当な財産の管理を怠る事実に該当すると

主張する。

　　　�　しかしながら、本件修補契約に基づく成果品は、前記の

とおり「財産」には該当するものの、既に受領している成

果品について、当該成果品を作製等する過程で使用したソ

フトウェアに係る調査等を行うことは、当該成果品に係る

財産の管理には該当しないと認められることから、法第242

条第1項に規定されている財務会計上の行為又は怠る事実

のいずれにも該当しない。

　　　�　したがって、本件監査請求のうち、⑶に係る請求は、法

第242条第1項に定める要件を欠くものであり、不適法なも

のである。

　　⑷ 　本件委託業務契約に基づく成果品に不具合等があったの

に、県がＡ社に対して損害賠償請求をしていないことが違

法又は不当な財産の管理を怠る事実に該当するか否かに

ついて

　　　�　本件修補契約は、「1　認定した事実　⑷　本件修補契

約に係る契約金額等について」のとおり、Ａ社が無償で林

政情報システムデータ更新委託業務に基づく成果品の修補

を行うものであり、本件修補契約の締結に伴い新たな県費

の負担は生じていない。また、林政情報システムデータ

は、5年ごとの計画の策定において使用するもので、次期

策定の令和4年度までに当該データが更新されていれば業

務上の影響は受けないとされているところ、令和2年4月

30日に本件修補契約に基づく成果品を受領したことにより、

データの修復が全て完了していることから、計画の策定に

おける支障もないと認められる。

　　　�　一方、「1　認定した事実　⑸　令和元年度に林政情報シ

ステムデータ更新委託業務が行えなかったことによる県へ

の影響について」により認定した「第4　監査の実施　3

　監査対象箇所への調査　⑽　令和元年度に林政情報シス

テムデータ更新委託業務が行えなかったことによる県への
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影響について」のとおり、本件委託業務契約に基づく成果

品に係る不具合等が判明したことにより、令和元年度に予

定していた林政情報システムデータ更新委託業務について、

令和元年度内の発注ができなかったものの、令和2年度契

約において、令和元年度に発注を予定していた分も含めて

2か年分の林政情報システムデータの更新を行うこととし、

令和3年3月に成果品の納品を受けている。このように、

令和元年度時点においては林政情報システムデータ更新委

託業務の停滞はあったものの、令和2年度契約によりその

停滞は解消されており、現時点で県への影響はない。

　　　�　以上のとおり、本件委託業務契約に基づく成果品に不具

合等があったことに伴う県への損害は発生していないと認

められる。

　　　�　したがって、県がＡ社に対して損害賠償等を請求してい

ないことは違法又は不当な財産の管理を怠る事実に該当す

るとはいえない。

　3　結論

　　�　以上のことから、契約締結日から本件監査請求の請求日ま

でに1年を経過している本件修補契約の締結に係る請求につ

いては、法第242条第2項に定める要件を欠くものであり、ま

た、本件修補契約に基づく成果品を受領後に、県がＡ社又は

Ｂ社に対して非正規に取得したソフトウェアの使用に係る調

査等を行っていないことに係る請求については、法第242条第

1項に定める要件を欠くものであり、いずれも住民監査請求

の対象に当たらない。

　　�　また、Ｂ社が非正規に取得したソフトウェアを使用してい

た疑いがあったことについて必要な確認を怠ったまま、県が

本件修補契約に基づく成果品を受領したことに係る請求につ

いては、当該成果品の受領に当たっての検査において、本件

修補契約の履行の際に使用するソフトウェアの取得経緯まで

確認する必要があるとは認められないことから、違法又は不

当な契約の履行に該当するとはいえず、本件委託業務契約に

基づく成果品に不具合等があったのに、県がＡ社に対して損

害賠償請求をしていないことに係る請求については、本件委

託業務契約に基づく成果品に不具合等があったことに伴う県

への損害は発生していないと認められることから、違法又は

不当な財産の管理を怠る事実に該当するとはいえないため、

これらの請求についてはいずれも理由がない。

神奈川県監査委員公表第15号

監査の結果について

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第242条第1項の規定に基づ

き、請求人から提出された住民監査請求について、同条第5項の

規定に基づき監査した結果を次のとおり請求人に通知したので、

これを公表する。

　　令和3年9月24日

� 神奈川県監査委員　村　�上　�英　�嗣　

� 同　　　　　　　　太　�田　�眞　�晴　

� 同　　　　　　　　吉　�川　�知惠子　

� 同　　　　　　　　嶋　�村　�ただし　

� 同　　　　　　　　てらさき�　雄　�介　

� 監第1123号　

� 令和3年7月16日　

請求人

（略）　様

� 神奈川県監査委員　村　�上　�英　�嗣　

� 同　　　　　　　　太　�田　�眞　�晴　

� 同　　　　　　　　吉　�川　�知惠子　�

� 同　　　　　　　　嶋　�村　�ただし　

� 同　　　　　　　　てらさき�　雄　�介　

住民監査請求に基づく監査の結果について（通知）

　令和3年5月19日に受理した住民監査請求（以下「本件監査請

求」という。）について、地方自治法（昭和22年法律第67号。以下

「法」という。）第242条第5項の規定に基づき、監査を行ったの

で、その結果を次のとおり通知する。

第1　請求に対する判断

　　　請求を棄却する。

第2　請求の内容

　1　請求人から提出された令和3年5月17日付け請求書の内容

　　�　（原則、内容は原文「1．請求の要旨」及び「2．監査委

員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によること

を求める理由」のまま。ただし、「神奈川県」を「県」に、原

文中「,（コンマ）」のあった箇所を「、（読点）」に変更するな

どそれぞれ表記を改めた。）

　　1．請求の要旨

　　　（前提となる法律関係）

　　�　県新型コ口ナウイルス感染拡大防止協力金第6弾（交付要

件等協力金の内容は、県のサイトhttps://www.pref.kanagawa.

jp/docs/jf2/coronavirus/kyoryokukin_6th.htmlのとおり、以下

協力金という）の交付根拠法令は、新型インフルエンザ等対

策特別措置法第63条の2（以下法律条項という）であり、「国

及び地方公共団体は、新型インフルエンザ等及び新型インフ

ルエンザ等のまん延の防止に関する措置が事業者の経営及び

国民生活に及ぼす影響を緩和し、国民生活及び国民経済の安

定を図るため、当該影響を受けた事業者を支援するために必

要な財政上の措置その他の必要な措置を効果的に講ずるもの

とする」と規定されている。

　　�　本件協力金において、「まん延の防止に関する措置」とは県

から飲食店への時短営業要請であり、「事業者の経営に及ぼす

影響」とは時短要請による売上の減収である。したがって、

営業許可名義人か否かにかかわらず、協力金は売上の減少に

よる「影響を緩和」し、「影響を受けた事業者を支援するた

め」に交付されなければならない。

　　　（県職員の行為）

　　�　食品衛生法に基づく飲食店営業許可とは、その第1条のと

おり「飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止」すること

を目的とした許可制度である。許可名義人は、食品衛生責任

者であるにすぎず、時短要請により衛生管理の必要が減った

だけであり、売上の減収があったわけではないから、当該
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「影響を受けた事業者」にはあたらない。

　　�　産業労働局中小企業部中小企業支援課長及び同課の職員は、

協力金の申請者を食品衛生法に基づく飲食店営業許可の「名

義人であること」に限定する交付要件を増設したが、法律条

項にはない要件であり、法律条項から逸脱している。そして、

申請者が時短要請により「事業者の経営に及ぼす影響」を受

けたことを交付要件から除外し、そのためその審査もしてい

ない。

　　　（損害の発生）

　　�　そのために、「まん延の防止に関する措置が事業者の経営及

び国民生活に及ぼす影響を緩和」するという法律で規定され

た目的で交付されなければならない協力金が、飲食店営業許

可名義人という「まん延の防止に関する措置が事業者の経営

及び国民生活に及ぼす影響」を受けたといえない申請者に対

し支払われ、県に損害が発生している。

　　�　申請者が時短要請により「事業者の経営に及ぼす影響」を

受けたことを交付要件とせず、その審査もしていないのだか

ら、申請者が「事業者の経営に及ぼす影響」を受けたといえ

ないことは明らかである。

　　　（違法不当な支出と損害の特定）

　　�　協力金は、その交付要件から営業許可名義人にしか支払わ

れていないところ、営業許可名義人は「まん延の防止に関す

る措置が事業者の経営及び国民生活に及ぼす影響」を受けた

とはいえないから、申請受付が開始された令和3年3月11日

以降現在までに協力金第6弾で交付されたすべての申請人に

対する協力金の支出が違法であり損害となる。

　　�　即
すなわ

ち、年月日は申請受付が開始された令和3年3月11日以

降現在まで、支払金額は下記最高裁判決によれば摘示不要と

解される、支払先は協力金を交付したすべての申請者である。

少なくとも、県のサイトhttps://www.pref.kanagawa.jp/docs/

jf2/coronavirus/kyoryokukin_6th.htmlのとおり、令和3年3月

11日以降令和3年5月14日までに23,600件協力金が交付され、

1件あたり168万円×23,600件＝39,648,000,000円の支出と損害

がある。

　　�　平成16年12月7日最高裁判決は、「住民監査請求においては、

対象とする財務会計上の行為又は怠る事実を、他の事項から

区別し特定して認識することができるように、個別的、具体

的に摘示することを要するが、監査請求書及びこれに添付さ

れた事実を証する書面の各記載、監査請求人が提出したその

他の資料等を総合して、住民監査請求の対象が特定の当該行

為等であることを監査委員が認識することができる程度に摘

示されているのであれば、これをもって足りるのであり、上

記の程度を超えてまで当該行為等を個別的、具体的に摘示す

ることを要するものではないというべきである。そして、こ

の理は、当該行為等が複数である場合であっても異なるもの

ではない。」とする。

　　�　これを本件監査請求についてみれば、協力金申請の各審査

においてそれぞれ事務処理上不適切な支出とされたものであ

る協力金の支出が違法な公金の支出であるとして、これによ

る県の損害をてん補するために必要な措置を講ずることを求

めるものであり、県中小企業支援課の各審査においては、そ

れぞれ対象とする協力金の支出について1件ごとに不適切な

ものであるかどうかを審査したというのであるから、本件監

査請求において、対象とする各支出に係る支出年月日、支出

金額等の詳細が個別的、具体的に摘示されていなくとも、県

監査委員において、本件監査請求の対象を特定して認識する

ことができる程度に摘示されていたものということができる。

そうすると、本件監査請求は、請求の対象の特定に欠けると

ころはないというべきである。

　　　（求める措置）

　　�　上記、協力金第6弾で交付された協力金により上記県が受

けた損害を、中小企業支援課の職員で、損害を防止する立場

にあった職員に対し賠償させるよう求める。

　　2 �．監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査

によることを求める理由

　　�　県監査委員には県議会議員が含まれており、中小企業支援

課の上記行為に働きかけなど関わっていないとも限らず、公

正な監査が期待できないこと、及び本件は正しい法律解釈が

求められる案件であるところ、県監査委員には弁護士が1名

しかおらず、他の監査委員の法的素養が不明であり、誤った

法律解釈により判断される可能性が高い。

　2　請求人

　　　氏名　（略）

　　　住所　（略）

　3　請求人から提出された事実を証する書面

　　�　（原則、題名は原文「証拠方法」のまま。ただし、「神奈川

県」を「県」に表記を改めた。なお、下記のＵＲＬにアクセ

スすると、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金（第6

弾）について」と題する県のウェブページが表示され、当該

協力金の概要、交付額、交付状況等が記載されているが、本

件監査請求において、当該ウェブページの写し等は添付され

ていない。）

　　�　県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金第6弾交付要件

等協力金の内容

　　�　https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/coronavirus/

kyoryokukin_6th.html

第3　請求の受理

　　�　本件監査請求は、実際に受け付けた令和3年5月19日付け

をもって受理した。

第4　個別外部監査契約に基づく監査を行わなかった理由

　　�　請求人は、「第2　請求の内容　1　請求人から提出された

令和3年5月17日付け請求書の内容」のとおり、「県監査委員

には県議会議員が含まれており、中小企業支援課の上記行為

に働きかけなど関わっていないとも限らず、公正な監査が期

待できないこと、及び本件は正しい法律解釈が求められる案

件であるところ、県監査委員には弁護士が1名しかおらず、

他の監査委員の法的素養が不明であり、誤った法律解釈によ

り判断される可能性が高い」ことを理由に、法第252条の43第

1項に規定する個別外部監査契約に基づく監査によることを

求めている。
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　　�　しかしながら、法第198条の3第1項において、監査委員は、

その職務を遂行するに当たっては、監査基準に従い、常に公

正不偏な態度を保持して、監査等をしなければならないと規

定されており、法制度上も普通地方公共団体の議会、長等他

の機関から独立した行政機関として位置づけられているとこ

ろ、法第196条第1項本文では、議員もその監査委員に選任さ

れることが予定されているのであり、主観的な憶測をもって

監査委員に公正な監査が期待できないとする請求人の主張に

は理由がない。

　　�　また、本件監査請求は、一般的な公金の支出業務である新

型コロナウイルス感染症拡大防止協力金（第6弾）（以下「本

件協力金」という。）の交付に関わるものであり、その財務会

計上の行為の違法性等についての判断を行うに当たって、特

に監査委員に代わる外部の者による判断を必要とする事案で

あるとは認められない。

　　�　以上のことから、本件監査請求において、個別外部監査契

約に基づく監査によることが相当であるとは認められない。

第5　監査の実施

　1　請求人からの証拠の提出及び陳述希望の有無

　　⑴　証拠の提出

　　　　請求人から新たな証拠の提出はなかった。

　　⑵　陳述の希望の有無

　　　�　請求人から、陳述を行わない旨の申し出があったので、

陳述は実施しなかった。

　2　監査対象事項の特定

　　�　請求人は、県の行為について以下のとおり主張していると

認められる。

　　�　本件協力金は、交付根拠法令である新型インフルエンザ等

対策特別措置法（平成24年法律第31号。以下「特措法」とい

う。）第63条の2第1項の規定に基づき、県による夜間営業時

間の短縮（以下「時短営業」という。）の要請により売上減少

の影響を受けた事業者に対し交付されなければならないとこ

ろ、県は、時短営業の要請による売上減少の影響を受けた事

業者には当たらない食品衛生法（昭和22年法律第233号）によ

る営業許可を受けた名義人（以下「許可名義人」という。）で

あることを本件協力金の交付要件に加えた一方で、時短営業

の要請による売上減少の影響を受けたことを交付要件から除

外した。

　　�　このため、県は、特措法第63条の2第1項に規定する目的

で交付されるべき本件協力金について、時短営業の要請によ

る売上減少の影響を受けていない許可名義人に交付しており、

県に損害が生じている。

　　�　以上のことから、県が、県新型コロナウイルス感染症拡大

防止協力金（第6弾）交付事業（以下「本件協力金交付事業」

という。）において本件協力金を許可名義人に交付したことが

法第242条第1項に規定されている違法又は不当な公金の支出

に該当するか否か、そして、これにより県に損害が生じてい

るか否かを監査対象事項とした。

　3　監査対象箇所への調査

　　�　本件監査請求に関し、監査対象箇所として、本件協力金交

付事業を所管する産業労働局中小企業部中小企業支援課（以

下「中小企業支援課」という。）及び本件協力金の財源となっ

ている国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付

金（以下「地方創生臨時交付金」という。）に係る事務を所管

する政策局自治振興部地域政策課（以下「地域政策課」とい

う。）を選定した。そして、令和3年6月15日13時30分から神

奈川県庁新庁舎3階第1監査室において中小企業支援課の職

員調査を実施し、本件協力金の交付状況等について聴取を行

うとともに、同月25日10時から神奈川県庁本庁舎5階政策局共

用会議室において地域政策課の職員調査を実施し、地方創生

臨時交付金に関する制度概要等について聴取を行った。

　　�　なお、職員調査後も必要に応じて電話等で追加聴取を行っ

た。

　　�　中小企業支援課及び地域政策課の主張の要旨は、次のとお

りであった。

　　⑴　中小企業支援課

　　　ア　本件協力金の交付状況について

　　　　�　令和3年6月10日現在における本件協力金の交付状況

は、以下のとおりである。

　　　　　○　申請件数　　29,017件

　　　　　○　処理済件数　27,144件

　　　　　○　実績交付額　58,386,240,000円

　　　イ　本件監査請求に対する見解について

 （ｱ） 　請求人の「本件協力金の交付根拠法令は特措法第63

条の 2である」との主張に対する見解について

　　　　　�　当課としては、本件協力金交付事業は、新型コロナ

ウイルス感染症対応地方創生臨時交付金制度要綱（以

下「地方創生臨時交付金制度要綱」という。）や関連

する内閣府発出の事務連絡などに基づき新型コロナウ

イルス感染症対応地方創生臨時交付金実施計画（以下

「実施計画」という。）を作成し、これにより国から交

付を受けた地方創生臨時交付金を活用して実施してい

る事業であると認識している。

 （ｲ） 　請求人の「許可名義人か否かにかかわらず、本件協

力金は売上の減少による影響を緩和し、影響を受けた

事業者を支援するために交付しなければならない」と

の主張に対する見解について

　　　　　�　地方創生臨時交付金制度要綱によれば、地方創生臨

時交付金のうち、協力要請推進枠交付金及び即時対応

特定経費交付金（以下「協力要請推進枠交付金等」と

いう。）の交付対象事業は、特措法第24条第9項に基づ

き都道府県対策本部長が行う営業時間短縮の要請等に

応じた対象者（飲食店を営業する者であって、食品衛

生法第52条の都道府県知事の許可を受けた者等をいう。

以下「3　監査対象箇所への調査」において同じ。）に

対する協力金等であって、特措法に関する事務を担当

する国務大臣（以下「特措法担当大臣」という。）との

協議を経たものの給付に該当する事業であるとされて

いる。

　　　　　�　十分な財源を持たない県は、地方創生臨時交付金を
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財源として本件協力金を交付せざるをえず、そのため

には、本件協力金交付事業が上記の交付対象事業に該

当する必要があることから、本件協力金の交付対象者

を許可名義人としたところである。

　　　　　�　したがって、本件協力金に係る申請者が許可名義人

であるか否かは、本件協力金の交付に当たって欠くこ

とができない要件であるため、この適否を否定する請

求人の主張は失当である。

 （ｳ） 　請求人の「許可名義人は、食品衛生責任者にすぎず、

時短要請により衛生管理の必要が減っただけであり、

売上の減収があったわけではないから、当該影響を受

けた事業者には当たらない」との主張に対する見解に

ついて

　　　　　�　許可名義人であることは本件協力金の交付要件であ

る一方で、売上減少の影響を受けた事業者であるか否

かは交付要件ではなく、本件協力金の交付に当たって

の審査とも関係がないため、請求人の主張は失当であ

る。

 （ｴ） 　請求人の「中小企業支援課長及び同課の職員は、本

件協力金の申請者を許可名義人に限定する交付要件を

増設したが、法律条項にはない要件であり、法律条項

から逸脱している」との主張に対する見解について

　　　　　�　「(ｲ)　請求人の「許可名義人か否かにかかわらず、

本件協力金は売上の減少による影響を緩和し、影響を

受けた事業者を支援するために交付しなければならな

い」との主張に対する見解について」のとおり、地方

創生臨時交付金を財源として本件協力金を交付せざる

をえない県は、地方創生臨時交付金制度要綱等に基づ

き、本件協力金の交付対象者を許可名義人としたとこ

ろであり、県が独自に増設した要件ではない。

　　　　　�　なお、国が、地方創生臨時交付金を対象者に対して

交付することを求める理由は、対象者は、許可を受け

た店舗を直接運営しているか否かにかかわらず、また、

売上減少の影響を受けているか否かにかかわらず、当

該店舗に係る営業の責任を負っているためであると思

料される。

　　　　　�　例えば、対象者と対象者以外の者から同時に同一店

舗における本件協力金の交付申請があった場合に、当

該店舗における営業の実態を個別具体に審査するので

はなく、当該店舗に係る営業の責任を負う対象者から

の申請が適正であれば、対象者に対して本件協力金を

交付するよう統一することで、不正受給の防止と交付

の迅速化を両立させようとする都道府県の業務負担の

軽減を図ったものであると思料される。

 （ｵ） 　請求人の「本件協力金の申請者が時短要請により事

業者の経営に及ぼす影響を受けたことを交付要件とせ

ず、その審査もしていないのだから、当該申請者が事

業者の経営に及ぼす影響を受けたといえないことは明

らかである」との主張に対する見解について

　　　　　�　「(ｲ)　請求人の「許可名義人か否かにかかわらず、

本件協力金は売上の減少による影響を緩和し、影響を

受けた事業者を支援するために交付しなければならな

い」との主張に対する見解について」のとおり、国は、

地方創生臨時交付金制度要綱において、地方創生臨時

交付金の交付対象事業は、協力要請推進枠交付金等に

ついては、特措法第24条第9項に基づき都道府県対策

本部長が行う営業時間短縮の要請等に応じた対象者に

対する協力金等であって、特措法担当大臣との協議を

経たものの給付に該当する事業であるとしており、こ

れを受けて、県は、「対象店舗にかかる食品衛生法の営

業許可証（飲食店営業又は喫茶店営業にかかる許可に

限る。）に記載されている営業者であること」を本件協

力金の交付要件としたところである。

　　　　　�　このように「事業者の経営に及ぼす影響」の有無は

本件協力金の交付要件ではないため、請求人の主張は

失当である。

 （ｶ） 　請求人の「申請受付が開始された令和3年3月11日

以降現在までに本件協力金で交付された全ての申請人

に対する協力金の支出が違法であり損害となる」及び

「令和3年3月11日以降令和3年5月14日までに23,600

件協力金が交付され、1件当たり168万円×23,600件＝

39,648,000,000円の支出と損害がある」との主張に対す

る見解について

　　　　　�　県は、地方創生臨時交付金制度要綱等に基づき、本

件協力金交付事業を適正に実施しており、請求人が主

張する違法性や損害額は存在していないため、請求人

の主張は失当である。

　　⑵　地域政策課

　　　ア　地方創生臨時交付金について

　　　　�　地方創生臨時交付金制度要綱によれば、地方創生臨時

交付金は、新型コロナウイルスの感染拡大の防止や感染

拡大の影響を受けている地域経済や住民生活の支援、家

賃支援を含む事業継続や雇用維持等への対応、「新しい生

活様式」を踏まえた地域経済の活性化等への対応、ポス

トコロナに向けた経済構造の転換・好循環の実現を通じ

た地方創生を図ることを目的として、国が地方公共団体

に交付する交付金であるとされており、補助金等に係る

予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号。

以下「補助金適正化法」という。）第2条第1項第4号に

該当する給付金である。

　　　　�　そして、地方創生臨時交付金は、上記の政策目的を実

現するために予算措置された予算補助に当たる。

　　　イ　地方創生臨時交付金制度要綱等について

　　　　�　地方創生臨時交付金制度要綱は、地方創生臨時交付金

について基本的な枠組みを定めた事務次官連名通知であ

る。

　　　　�　また、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交

付金Ｑ＆Ａ（第5版／令和3年4月1日）において、地

方創生臨時交付金のうち、協力要請推進枠交付金につい

ては、「現下の感染状況を踏まえて、今後の感染拡大を
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予防するために、効果的な営業時間短縮の要請等を行う

地方公共団体を支援するためのものであることから、従

来の通常分交付金と異なり、要請に応じた対象者に対す

る協力金等の給付に該当する事業に使途を限定している」

としている。

　　　　�　なお、協力要請推進枠交付金の創設に伴い地方創生臨

時交付金制度要綱を改正した際には、事務連絡において、

協力要請推進枠交付金に係る地方創生臨時交付金制度要

綱の今後の運用が定められた。

　　　ウ 　本件協力金交付事業における国と県の負担割合につい

て

　　　　�　本件協力金交付事業は、県が国から地方創生臨時交付

金の交付を受けて実施する国の交付金事業であり、国は、

県に対して、地方創生臨時交付金のうち協力要請推進枠

交付金を交付することにより、本件協力金交付事業に要

する費用の8割を負担し、県は残りの2割を負担するこ

ととなっている。ただし、県負担分は、地方創生臨時交

付金（通常分）を活用することが可能となっており、さ

らに、県負担分が一定額を上回る場合には、国は、県に

対して、地方創生臨時交付金のうち即時対応特定経費交

付金を追加的に交付することとしている。

　　　　�　このため、本件協力金交付事業に要する費用の内訳は、

以下のとおりである。

　　　　　総事業費　89,178,847千円

　　　　　（内訳）

　　　　　　〇　協力要請推進枠交付金充当額� 70,811,328千円

　　　　　　〇　即時対応特定経費交付金充当額� 16,817,691千円

　　　　　　〇　地方創生臨時交付金（通常分）充当額

� 1,549,828千円

　　　　�　なお、地方創生臨時交付金は、「ア　地方創生臨時交付

金について」のとおり、補助金適正化法の対象となる給

付金であり、県は、「イ　地方創生臨時交付金制度要綱等

について」のとおり、地方創生臨時交付金制度要綱に定

める地方創生臨時交付金の交付条件や事務連絡で示され

た地方創生臨時交付金制度要綱の運用等に従い、本件協

力金交付事業を実施しなければならない。

　　　エ 　協力要請推進枠交付金等の交付条件と時短営業要請に

よる売上減少について

　　　　�　「ウ　本件協力金交付事業における国と県の負担割合

について」のとおり、本件協力金交付事業は、国から地

方創生臨時交付金の交付を受けて実施される国の交付金

事業であるため、地方創生臨時交付金制度要綱等に従い

本件協力金を交付しなければならないとされているとこ

ろ、地方創生臨時交付金制度要綱に定める協力要請推進

枠交付金等の交付条件には、時短営業の要請に応じた対

象者が要請により売上減少の影響を受けていることは条

件とされていない。

　　　オ　本件監査請求に対する見解について

 （ｱ） 　請求人の「本件協力金の交付根拠法令は特措法第63

条の 2である」との主張に対する見解について

　　　　　�　県は、国から地方創生臨時交付金の交付を受けて本

件協力金交付事業を実施している。また、地方創生臨

時交付金は予算補助であり、特措法第63条の2を交付

根拠とするものではないため、請求人の主張は失当で

ある。

 （ｲ） 　請求人の「中小企業支援課長及び同課の職員は、本

件協力金の申請者を許可名義人に限定する交付要件を

増設したが、法律条項にはない要件であり、法律条項

から逸脱している」との主張に対する見解について

　　　　　�　県は、国から地方創生臨時交付金の交付を受けて本

件協力金交付事業を実施している。また、地方創生臨

時交付金は予算補助であり、特措法第63条の2を交付

根拠とするものではないため、請求人の主張は失当で

ある。

 （ｳ） 　請求人の「本件協力金の申請者が時短要請により事

業者の経営に及ぼす影響を受けたことを交付要件とせ

ず、その審査もしていないのだから、当該申請者が事

業者の経営に及ぼす影響を受けたといえないことは明

らかである」との主張に対する見解について

　　　　　�　県は、国から地方創生臨時交付金の交付を受けて本

件協力金交付事業を実施している。また、地方創生臨

時交付金は予算補助であり、特措法第63条の2を交付

根拠とするものではないため、請求人の主張は失当で

ある。

第6　監査の結果

　1　認定した事実

　　�　職員調査による中小企業支援課及び地域政策課からの説明

等を踏まえ、認定した事実は次のとおりである。

　　⑴　本件協力金の交付根拠について

　　　�　本件協力金交付事業は、地方創生臨時交付金制度要綱等

に基づき実施計画を作成し、これにより国から交付を受け

た協力要請推進枠交付金等の地方創生臨時交付金を活用し

て実施する国の交付金事業である。そして、地方創生臨時

交付金は、新型コロナウイルスの感染拡大の防止や感染拡

大の影響を受けている地域経済や住民生活の支援、家賃支

援を含む事業継続や雇用維持等への対応、「新しい生活様

式」を踏まえた地域経済の活性化等への対応、ポストコロ

ナに向けた経済構造の転換・好循環の実現を通じた地方創

生を図ることを目的とする予算補助であり、特措法第63条

の 2第 1項を交付根拠とするものではない。

　　⑵ 　協力要請推進枠交付金等の交付対象事業及び使途につい

て

　　　�　地方創生臨時交付金制度要綱によれば、協力要請推進枠

交付金等の交付対象事業は、特措法第24条第9項に基づき

都道府県対策本部長が行う営業時間短縮の要請等に応じた

対象者（飲食店を営業する者であって、食品衛生法第52条

の都道府県知事の許可を受けた者等をいう。以下「1　認

定した事実」において同じ。）に対する協力金等であって、

特措法担当大臣との協議を経たものの給付に該当する事業

であるとされている。
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　　　�　また、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付

金Ｑ＆Ａ（第5版／令和3年4月1日）において、地方創

生臨時交付金のうち、協力要請推進枠交付金については、

「現下の感染状況を踏まえて、今後の感染拡大を予防する

ために、効果的な営業時間短縮の要請等を行う地方公共団

体を支援するためのものであることから、従来の通常分交

付金と異なり、要請に応じた対象者に対する協力金等の給

付に該当する事業に使途を限定している」としている。

　　　�　なお、本件協力金交付事業は、国から地方創生臨時交付

金の交付を受けて実施される国の交付金事業であるため、

地方創生臨時交付金制度要綱等に従い本件協力金を交付し

なければならないとされているところ、時短営業の要請に

より売上減少の影響を受けていることは、協力要請推進枠

交付金等の交付条件とはされていない。

　　⑶　本件協力金交付事業における国と県の負担について

　　　�　「第5　監査の実施　3　監査対象箇所への調査　⑵　

地域政策課　ウ　本件協力金交付事業における国と県の負

担割合について」のとおり。

　　⑷　本件協力金交付事業の実施について

　　　�　本件協力金交付事業は、県が国から地方創生臨時交付金

の交付を受けて実施する国の交付金事業である。

　　　�　地方創生臨時交付金は、補助金適正化法の対象となる給

付金であり、県は、補助金適正化法のほか、地方創生臨時

交付金制度要綱に定める地方創生臨時交付金の交付条件や

事務連絡で示された地方創生臨時交付金制度要綱の運用等

に従い、本件協力金交付事業を実施しなければならないこ

ととされている。

　　⑸　本件協力金交付事業の交付要件について

　　　�　国は、地方創生臨時交付金制度要綱において、協力要請

推進枠交付金等の交付対象事業は、特措法第24条第9項に

基づき都道府県対策本部長が行う営業時間短縮の要請等に

応じた対象者に対する協力金等であって、特措法担当大臣

との協議を経たものの給付に該当する事業であるとしてお

り、これを受けて、県は、「対象店舗にかかる食品衛生法の

営業許可証（飲食店営業又は喫茶店営業にかかる許可に限

る。）に記載されている営業者であること」を本件協力金の

交付要件としている。

　　　�　なお、地方創生臨時交付金制度要綱等において、時短営

業の要請により売上減少の影響を受けていることは、協力

要請推進枠交付金等の交付条件とはされていない。

　2　判断の理由

　　�　本件監査請求に関し、「1　認定した事実」を踏まえ、県

が、本件協力金交付事業において、本件協力金を許可名義人

に交付したことが法第242条第1項に規定されている違法又

は不当な公金の支出に該当するか否か、そして、これにより

県に損害が生じているか否かについて、以下のとおり判断を

行った。

　　⑴ 　県が、本件協力金交付事業において、本件協力金を許可

名義人に交付したことが法第242条第1項に規定されている

違法又は不当な公金の支出に該当するか否かについて

　　　�　本件監査請求において、請求人は、本件協力金は、交付

根拠法令である特措法第63条の2第1項の規定に基づき、

県による時短営業の要請により売上減少の影響を受けた事

業者に対し交付されなければならないところ、県は、時短

営業の要請による売上減少の影響を受けた事業者には当た

らない許可名義人であることを本件協力金の交付要件に加

えた一方で、時短営業の要請による売上減少の影響を受け

たことを交付要件から除外したと主張する。

　　　�　しかしながら、本件協力金交付事業は、「1　認定した事

実　⑴　本件協力金の交付根拠について」のとおり、予算

補助であり特措法第63条の2第1項を交付根拠とするもの

ではない。

　　　�　そして、「1　認定した事実　⑵　協力要請推進枠交付金

等の交付対象事業及び使途について」のとおり、地方創生

臨時交付金制度要綱において、協力要請推進枠交付金等の

交付対象事業については、特措法第24条第9項に基づき都

道府県対策本部長が行う営業時間短縮の要請等に応じた対

象者（飲食店を営業する者であって、食品衛生法第52条の

都道府県知事の許可を受けた者等をいう。）に対する協力金

等であって、特措法担当大臣との協議を経たものの給付に

該当する事業であるとされており、時短営業の要請により

売上減少の影響を受けていることについては、協力要請推

進枠交付金等の交付条件とはされていない。一方、本件協

力金交付事業は、国から地方創生臨時交付金の交付を受け

て実施される国の交付金事業であるため、県は、地方創生

臨時交付金制度要綱等に従い本件協力金を交付しなければ

ならないこととされている。

　　　�　したがって、県が、本件協力金交付事業において、地方

創生臨時交付金制度要綱の規定等に基づき、売上減少の影

響の有無にかかわらず本件協力金を許可名義人に交付した

ことは、違法又は不当な公金の支出に該当するとはいえな

い。

　　⑵ 　本件協力金を許可名義人に交付したことにより、県に損

害が生じているか否かについて

　　　�　「⑴　県が、本件協力金交付事業において、本件協力金

を許可名義人に交付したことが法第242条第1項に規定され

ている違法又は不当な公金の支出に該当するか否かについ

て」のとおり、売上減少の影響の有無にかかわらず本件協

力金を許可名義人に交付したことは、違法又は不当な公金

の支出に該当するとはいえないことから、県に損害は生じ

ていない。

　3　結論

　　�　以上のことから、県が、本件協力金交付事業において、地

方創生臨時交付金制度要綱の規定等に基づき、売上減少の影

響の有無にかかわらず本件協力金を許可名義人に交付したこ

とは、違法又は不当な公金の支出に該当するとはいえず、こ

れにより県に損害は生じていないことから、本件監査請求に

は理由がない。
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神奈川県監査委員公表第16号

監査の結果に関する報告について

　神奈川県監査委員監査基準に準拠し、地方自治法（昭和22年法

律第67号）第199条第1項、第2項及び第4項の規定に基づく監査

を実施し、監査の結果に関する報告を決定したので、同条第9項

の規定により次のとおり公表する。

　　令和3年9月24日

� 神奈川県監査委員　村　�上　�英　�嗣　

� 同　　　　　　　　太　�田　�眞　�晴　

� 同　　　　　　　　吉　�川　�知惠子　

� 同　　　　　　　　嶋　�村　�ただし　

� 同　　　　　　　　てらさき�　雄　�介　

第1　監査の種類

　　　財務監査（定期監査）及び行政監査

第2　監査の対象

　1　財務監査（定期監査）

　　　財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理

　2　行政監査

　　　事務の執行（1に定める監査の対象を除く。）

第3　監査の着眼点

　　�　事務事業が法令等に従って適正に行われているか、最少の

経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合

理化に努めているかなどに着眼して監査するものである。

第4　監査実施箇所数

　　�　出先機関352か所のうち、令和3年4月30日までに監査の結

果を取りまとめた99か所（他の監査実施箇所については、今

後、監査の結果を取りまとめ次第報告する予定）

第5　監査実施期間

　　　令和3年1月12日から同年4月28日まで

　　�　（職員調査は、令和2年12月1日から令和3年4月15日まで

実施）

第6　監査の実施内容

　1　財務監査（定期監査）

　　�　令和2年度の事務事業を対象として、次の各事項について

監査を実施した。なお、必要に応じて過年度の事務事業も対

象とした。

　　⑴　予算執行の適否

　　⑵　収入の適否

　　⑶　支出の適否

　　⑷　会計事務処理の適否

　　⑸　契約締結手続及び履行の適否

　　⑹　課税徴収事務の適否

　　⑺　工事執行の適否

　　⑻　補助金その他財政的援助の適否

　　⑼　現金及び有価証券の出納保管の適否

　　⑽　財産の取得、管理及び処分の適否

　　⑾　庶務事務執行の適否

　　⑿　その他必要と認める事項

　2　行政監査

　　　1の監査と併せて、次の各事項についても監査を実施した。

　　⑴　事務事業執行の適否

　　⑵　組織及び執行体制の当否

　　⑶　その他必要と認める事項

第7　監査の結果

　1　監査結果の概要

　　�　監査の結果、指摘事項が34件認められ、その内訳は不適切

事項32件、要改善事項2件であり、これを局等別に示すと次

表のとおりである。

� （単位：か所、件）

局　等
実施
箇所数

指摘事項が
認められた

箇所

内　　　訳

不適切事項 要改善事項

箇所数 件数 箇所数 件数 箇所数 件数

政 策 局 2 0 0 0 0 0 0

総 務 局 7 3 3 3 3 0 0

くらし安全防災局 1 0 0 0 0 0 0

国際文化観光局 1 0 0 0 0 0 0

環 境 農 政 局 8 3 3 3 3 0 0

福祉子どもみらい局 1 0 0 0 0 0 0

健 康 医 療 局 9 4 4 3 3 1 1

産 業 労 働 局 5 1 2 1 2 0 0

県 土 整 備 局 6 4 8 4 8 0 0

企 業 庁 12 4 6 4 5 1 1

教 育 委 員 会 30 5 7 5 7 0 0

公 安 委 員 会 17 1 1 1 1 0 0

計 99 25 34 24 32 2 2

　　(注) 1 �　「不適切事項」とは、次のいずれかに該当すると認

められる事案で、是正、改善等の措置状況の報告を求

める必要があるものをいう。

　　　　　⑴　法令等に違反すると認められる事案

　　　　　⑵　予算目的に反していると認められる事案

　　　　　⑶�　不経済な行為又は損害が生じていると認められる

事案

　　　　　⑷　事務処理等が適切を欠くと認められる事案

　　　　2 �　「要改善事項」とは、次のいずれかに該当する事案

で、是正、改善等の措置状況の報告を求める必要があ

るものをいう。

　　　　　⑴�　経済性、効率性又は有効性の観点から改善が必要

と認められる事案

　　　　　⑵�　事務・事業の執行に当たり、今後、改善又は見直

しが必要であると認められる事案

　　　　3 �　不適切事項の指摘箇所と要改善事項の指摘箇所には、

重複している箇所があるため、指摘事項が認められた

箇所数は、内訳に記載の箇所数の合計とは一致しない。

　　　　4 �　国際文化観光局の1か所は、国際言語文化アカデミ

アであり、令和3年3月31日に廃止されている。

　2　不適切事項

　　⑴　項目別件数内訳

　　　�　不適切事項32件の内容は、後記「4　箇所別の監査結果」
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のとおりであるが、指摘した事務の別に整理すると次表の

とおりである。

項　　　　目 件　　数（件） 構　成　率（％）

予 算 執 行 2 6.3

収 入 2 6.3

支 出 2 6.3

会計事務処理 0 0

契 約 13 40.6

課 税 徴 収 2 6.3

工 事 3 9.4

補 助 金 0 0

現金・有価証券 0 0

財 産 6 18.8

庶 務 0 0

そ の 他 2 6.3

計 32 100.0

　　　（注）�　構成率は、小数点第2位以下を四捨五入しているた

め、各項目を合計しても100にならない。

　　⑵　特記すべき事案

　　　�　不適切事項32件のうち、特記すべきものが次のとおり2

件ある。

　　　ア　金額的に特記すべき事案

 （ｱ） 　過大支出又は収入不足の指摘でその規模が5万円以

上のもの

　　　　　　該当なし。

 （ｲ） 　支払不足又は過大徴収の指摘でその規模が10万円以上

のもの

　　　　　　該当なし。

 （ｳ） 　上記（ｱ）又は（ｲ）には該当しないが、収入又は支出に関

する指摘でその規模が100万円以上のもの（契約手続に

関するものを除く。）

　　　　　　該当なし。

 （ｴ） 　財産管理に関する指摘でその規模が100万円以上のも

の

　　　　　　該当なし。

 （ｵ） 　契約手続に関する指摘でその規模が1,000万円以上の

もの

　　　　　〇�　厚木南合同庁舎清掃業務委託契約（契約額6,732,000

円）及び厚木南合同庁舎保守管理等業務委託契約

（契約額11,880,000円）について、前金払をすること

ができる経費ではないにもかかわらず、誤って前金

払ができる旨の条項を設けていた。（県土整備局神奈

川県厚木土木事務所　p.22）

　　　　　〇�　企相第18号相模原市中央区由野台2丁目29番付近

配水管改良工事（概数設計）ほか1件（契約額計

75,598,820円）の入札に当たり、工事条件付き一般競

争入札参加資格審査会で同種工事の施工実績を競争

参加資格要件として設定していなかったにもかかわ

らず、これを設定して入札を行い、受注者を決定し

ていた。（企業庁神奈川県企業庁相模原水道営業所　

p.22）

 （ｶ） 　上記のいずれにも該当しないが故意又は重大な過失

に対する指摘でその規模が1,000円以上のもの

　　　　　　該当なし。

　　　イ　内容的に特記すべき事案

 （ｱ）　法律・規則（政省令及び条例を含む。）違反のもの

　　　　　ａ 　同一箇所で異なる法律・規則違反が3件以上あっ

たもの

　　　　　ｂ 　同一箇所で同一の法律・規則違反が3回以上行わ

れたもの

　　　　　ｃ 　法律・規則違反の状態が1年以上継続しているも

の

　　　　　　いずれも該当なし。

 （ｲ）　予算目的に著しく反しているもの

　　　　　　該当なし。

 （ｳ）　事務処理等が著しく不適切なもの

　　　　　ａ 　法定期限はないが事務処理の遅延が1年以上にわ

たるもの

　　　　　ｂ 　県民の身体、生命及び財産等に直ちに影響のある

もの

　　　　　ｃ 　県民が利用する施設等の管理を怠り危険な状態と

なっているもの

　　　　　ｄ 　業者等への支払の期限を6月以上遅延しているも

の

　　　　　　いずれも該当なし。

　3　要改善事項

　　�　要改善事項2件を、指摘した事由の別に掲げると次のとお

りである。

　　⑴ 　経済性、効率性又は有効性の観点から改善が必要と認め

られる事案

　　　�　鎌倉水道営業所の機械警備業務委託契約及び清掃業務委

託契約に関する件（企業庁神奈川県企業庁鎌倉水道営業所）

　　　�　鎌倉水道営業所逗子分館（以下「分館」という。）の清

掃業務委託契約及び機械警備業務委託契約について、いず

れも、長期継続契約とすることにより競争入札とすること

が可能であったにもかかわらず、単年度で契約を締結して

おり、予定価格が100万円を超えないことから、随意契約を

行っていた。

　　　�　分館は、鎌倉水道営業所（以下「営業所」という。）が管

理する行政資産であり、営業所が保有する貯蔵品、保存文

書等の保管場所や寒川浄水場の分室として使用するほか、

その一部について、平成21年度から逗葉管工事業協同組合

（以下「貸付先」という。）に有償で貸し付けており、職員

調査時においては、平成31年 4月 1日から令和3年3月31

日までの 2年間を貸付期間としていた。

　　　�　営業所は、分館の清掃業務及び時間外、休日等における

機械警備業務を外部事業者に委託して実施しているが、両

業務については、「長期継続契約を締結することができる契

約を定める条例」等の規定により、長期継続契約を締結す
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ることができるものとされているにもかかわらず、いずれ

も単年度契約を締結しており、清掃業務委託契約について

は、予定価格が100万円を超えないことを理由として見積合

せによる随意契約（契約額781,550円）を、機械警備業務委

託契約については、予定価格が50万円を超えないことを理

由として一者随意契約（契約額485,760円）をそれぞれ行っ

ていた。

　　　�　上記のように単年度契約を締結していることについて、

営業所は、老朽化により分館の維持が困難になりつつある

ため、企業庁として分館の早期処分に向けて取り組んでお

り、貸付先との賃貸借契約については、処分の前提となる

貸付先の移転などの見通しが立っていない中で、貸付けが

長期化しないよう契約期間を2年としているところである

が、清掃業務委託契約及び機械警備業務委託契約に係る長

期継続契約において、それぞれ通例とされる3年間及び5

年間の契約期間により両契約を締結することとした場合、

賃貸借契約の契約期間を超えることとなり、貸付先から分

館を長期的に保有する意向があると受け取られかねず、貸

付先の移転などに支障をきたすおそれがあることによるも

のであるとしている。

　　　�　しかしながら、長期継続契約の契約期間は、清掃業務委

託については3年が、機械警備業務委託については使用す

る設備等の耐用年数がそれぞれ上限とされていることから、

貸付先との賃貸借契約の期間を超えない範囲で契約期間を

設定し、長期継続契約を締結することなども可能である。

そして、長期継続契約に移行すれば、受注者の決定は、財

政課長通知により、競争入札によることになるため、契約

の競争性、透明性等が確保されることになるほか、毎年度

の契約事務に係る負担が軽減され、業務効率の向上にも資

することになる。特に、機械警備業務委託契約については、

過去の監査結果において、長期継続契約とすることにより

調達規模等の拡大を図って競争入札とすることで、単年度

契約時に比べて大幅に年当たりの契約額が低下しており、

相当な経費削減効果が認められていることから、契約期間

が通例とされる5年を下回るものであっても一定の経費削

減効果が期待されるところである。

　　　�　したがって、分館の清掃業務委託契約及び機械警備業務

委託契約について、契約の競争性及び透明性の確保並びに

業務効率等の向上に資するため、貸付期間終了後の貸付先

との賃貸借契約の状況等も踏まえ適切な契約期間を設定し

た上で、長期継続契約に移行し競争入札とするよう改善す

る必要がある。

　　⑵ 　事務・事業の執行に当たり、今後、改善又は見直しが必

要であると認められる事案

　　　�　精神保健福祉センターの精神科救急患者等の移送契約に

関する件（健康医療局神奈川県精神保健福祉センター）

　　　�　精神保健福祉センター（以下「センター」という。）で

は、患者移送委託契約について、契約の性質又は目的が競

争入札に適しないとして、予定価格が100万円を超えるに

もかかわらず、競争入札に付することなく一者随意契約を

行っていた。

　　　�　県では、精神科救急医療体制について、24時間365日の受

入体制を全県1圏域として整備しており、県及び横浜、川

崎、相模原各市（以下「3政令市」といい、県と合わせて

「実施主体」という。）が協調して患者移送事業等の精神科

救急医療に係る事業を実施することとしている。

　　　�　センターは、患者移送事業の実施に当たり、精神科救急

患者等を医療機関に移送する業務（以下「精神科救急患者

等移送業務」という。）について、3政令市と協議して選定

した事業者に委託しており、センター及び3政令市は、当

該事業者との間で患者移送委託契約（単価契約、概算総価

額（センター分）23,036,000円）を5者間の契約として締結

していた。そして、センターは、患者移送委託契約につい

て、実施主体が協調して精神科救急患者等移送業務を実施

するもので、センター及び3政令市が全て同一の事業者と

契約を締結する必要があることなどから、契約の性質又は

目的が競争入札に適しないとして、予定価格が100万円を超

えるにもかかわらず、競争入札に付することなく一者随意

契約を行っていた。

　　　�　しかしながら、精神科救急患者等移送業務の実施に当た

り、センター又は3政令市のいずれかが競争入札により事

業者を選定し、他者も合わせて当該事業者と患者移送委託

契約を締結することとすれば、現状と同様、実施主体が協

調して業務を行うことが可能であり、業務上の支障はない

と認められることから、センターにおいて、競争入札によ

る事業者の選定等に向けて必要な協議を行わないまま、患

者移送委託契約について、契約の性質又は目的が競争入札

に適しないとして、一者随意契約を行っていたことは適切

とは認められない。

　　　�　したがって、センターにおいて、3政令市と協議を行い、

患者移送委託契約について、競争入札により事業者を選定

することとするなど、契約の公正性、透明性等を確保する

よう改善する必要がある。

　4　箇所別の監査結果

　　�　監査した99か所のうち、不適切事項又は要改善事項が認め

られた箇所は25か所、認められなかった箇所は74か所で、それ

ぞれの箇所をその属する局等別に整理すると次のとおりであ

る。

　　⑴ 　不適切事項又は要改善事項が認められた箇所（25か所、34件）

　　　ア　総務局（3か所、3件）

監査実施箇所名 監査実施日 不適切事項又は要改善事項

神奈川県神奈川県税事務所 令和 3年 3月17日
（令和 3年 1月19日

（不適切事項）
　税務事務において、不動産取得税の課税対象とならないマンション敷
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職員調査） 地の地上権及び賃借権の取得に対して不動産取得税を誤って課税してい
たものが3件、93,100円（本税）あった。
　その結果、上記の課税誤り3件、93,100円（本税）の返還に当たり、
遅延損害金が32,304円発生していた。

神奈川県緑県税事務所 令和 3年 2月19日
（令和 2年12月18日
職員調査）

（不適切事項）
　税務事務において、不動産取得税の課税対象とならないマンション敷
地の賃借権の取得に対して不動産取得税を誤って課税していたものが1
件、86,600円（本税）あった。
　その結果、上記の課税誤り1件、86,600円（本税）の返還に当たり、
遅延損害金が34,675円発生していた。

神奈川県川崎県税事務所 令和 3年 3月 4日
（令和 3年 1月21日
職員調査）

（不適切事項）
　契約事務において、自動体外式除細動器の賃貸借契約（契約額47,520
円、契約期間：令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）の締結に
当たり、契約日が令和2年4月13日であるにもかかわらず、契約の効力
について遡及条項を設けることなくその効力を遡及させていた。

　　　イ　環境農政局（3か所、3件）

監査実施箇所名 監査実施日 不適切事項又は要改善事項

神奈川県環境科学センター 令和 3年 3月22日
（令和 3年 1月12日
職員調査）

（不適切事項）
　契約事務において、電子顕微鏡保守管理委託契約（契約額1,534,676円）
の締結に当たり、神奈川県財務規則の規定に基づき契約書を作成しなけ
ればならない場合であったにもかかわらず、契約書の作成を省略してい
た。

神奈川県横浜川崎地区農政事
務所

令和 3年 4月26日
（令和 3年 1月29日
職員調査）

（不適切事項）
　財産管理事務において、電柱への通信線の共架に係る行政財産の使用
許可1件について、事業者が許可申請せずに設置していることを設置か
ら10年以上経過した令和2年3月に認識したため、不当利得返還請求権
に基づく使用許可前の期間に係る使用料相当額46,919円のうち26,493円に
ついて、事業者の消滅時効援用により徴収できなかった。

神奈川県水産技術センター 令和 3年 4月26日
（令和 3年 2月 9日
職員調査）

（不適切事項）
　予算の執行において、冷蔵庫の収集運搬・リサイクル料6,380円の執行
に当たり、収集運搬料（1,650円）については「（節）役務費」とすべき
ところ、リサイクル料と併せて全額を「（節）委託料」で執行していた。

　　　ウ　健康医療局（4か所、4件）

監査実施箇所名 監査実施日 不適切事項又は要改善事項

神奈川県立よこはま看護専門
学校

令和 3年 2月 2日
（令和 2年12月 8日
職員調査）

（不適切事項）
　契約事務において、機械警備業務委託契約（契約額863,280円、契約期
間：令和2年4月1日から令和5年3月31日まで）の締結に当たり、長
期継続契約であることから、財政課長通知に基づき競争入札により契約
者を決定すべきところ、見積合せを行い随意契約を締結していた。

神奈川県精神保健福祉センタ
ー

令和 3年 2月15日
及び同年4月28日
（令和 2年12月23日
及び同月24日職員
調査）

（要改善事項）
　「精神保健福祉センターの精神科救急患者等の移送契約に関する件」
（前記3⑵参照）

神奈川県食肉衛生検査所 令和 3年 1月28日
（令和 2年12月 7日
職員調査）

（不適切事項）
　契約事務において、管理棟及び精密検査棟空調機器保守業務委託契約
（契約額495,000円）の履行確認に当たり、神奈川県財務規則に基づく検査
調書を作成していなかったにもかかわらず、この場合に同規則により必
要とされる支出負担行為に係る伺いへの履行確認の月日の記載及び検査
印の押印をしていなかった。

神奈川県動物愛護センター 令和 3年 3月10日
（令和 2年12月 3日
職員調査）

（不適切事項）
　歳計外現金事務において、登録ボランティア活動謝礼等に係る所得税
及び復興特別所得税1件、10,989円について、法定納期限内に納付を行
っていなかった。

　　　エ　産業労働局（1か所、2件）

監査実施箇所名 監査実施日 不適切事項又は要改善事項

神奈川県立東部総合職業技術
校

令和 3年 1月29日
（令和 2年12月10日
及び同月11日職員
調査）

（不適切事項）
1 �　収入事務において、行政財産の使用許可に係る使用料2件、8,868円
について、調定が3月を超えて遅れていた。

2 �　財産管理事務において、行政財産の使用許可の手続を行わないまま
電柱に防犯灯1基が共架されているものがあった。

　　　オ　県土整備局（4か所、8件）

監査実施箇所名 監査実施日 不適切事項又は要改善事項

神奈川県平塚土木事務所 令和 3年 2月15日
（令和 2年12月23日

（不適切事項）
　契約事務において、いせはら塔の山緑地公園パークセンターの機械警
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から同月25日まで
職員調査）

備業務委託契約（契約総額352,440円、契約期間：令和2年4月1日から
令和7年3月31日まで）の締結に当たり、長期継続契約であることから、
財政課長通知に基づき競争入札により契約者を決定すべきところ、見積
合せを行い随意契約を締結していた。

神奈川県厚木土木事務所 令和 3年 2月26日
（令和 2年12月 7日
から同月9日まで
職員調査）

（不適切事項）
1　契約事務において、次のとおり誤りがあった。
　⑴�　産業廃棄物の運搬及び処分の委託契約（単価契約、概算総価額

1,006,500円）の締結に当たり、契約書に、廃棄物の処理及び清掃に
関する法律施行規則により義務付けられている処分及び最終処分の
場所等に関する事項等を記載していなかった。

　⑵�　厚木南合同庁舎清掃業務委託契約（契約額6,732,000円）及び厚木
南合同庁舎保守管理等業務委託契約（契約額11,880,000円）につい

　　�て、前金払をすることができる経費ではないにもかかわらず、誤っ
て前金払ができる旨の条項を設けていた。[特記前出]

2 �　工事事務において、令和2年度河川修繕工事県単（その2）、令和2
年度砂防環境整備工事県単（その1）除草業務委託合併ほか1件の設
計額の積算に当たり、堤防除草工の発生材処理工について、当初設計
に引き続き、変更設計においても処理費の単価の算定を誤ったため、
変更後の設計額（計14,289,000円）が55,000円過大であった。

3　財産管理事務において、次のとおり誤りがあった。
　⑴�　地方公営企業が行う下水道管及びマンホールの設置に伴う行政財

産の使用許可に当たり、行政財産の使用許可取扱要領に定める使用
料減免の対象とならないにもかかわらず、使用料を減額していた。
これにより、令和2年度の使用料1件、7,046円が徴収不足であっ
た。

　⑵�　行政財産の使用許可の手続を行わないまま電柱に通信線が共架さ
れているものがあった。これにより、令和2年度の共架柱に係る使
用料2件、3,906円が徴収不足であった。

神奈川県厚木土木事務所東部
センター

令和 3年 2月26日
（令和2年12月10日、
同月11日及び同月
14日職員調査）

（不適切事項）
　歳計外現金事務において、河川管理協力員報償費に係る所得税及び復
興特別所得税1件、273円について、法定納期限内に納付を行っていなか
った。

神奈川県厚木土木事務所津久
井治水センター

令和 3年 2月26日
（令和 2年12月17日
及び同月18日職員
調査）

（不適切事項）
　工事事務において、令和元年災害復旧工事県単（その31）の設計額の
積算に当たり、作業場所に設置した仮設の敷鉄板の運搬費について、往
復分の運搬費用を計上すべきところ、誤って片道分の運搬費用を計上し
て積算するなどしていたため、設計額（10,978,000円）が220,000円過小
であった。

　　　カ　企業庁（4か所、6件）

監査実施箇所名 監査実施日 不適切事項又は要改善事項

神奈川県企業庁相模原水道営
業所

令和 3年 2月26日
（令和 3年 1月14日
及び同月15日職員
調査）

（不適切事項）
　契約事務において、企相第18号相模原市中央区由野台2丁目29番付近
配水管改良工事（概数設計）ほか1件（契約額計75,598,820円）の入札に
当たり、工事条件付き一般競争入札参加資格審査会で同種工事の施工実
績を競争参加資格要件として設定していなかったにもかかわらず、これ
を設定して入札を行い、受注者を決定していた。[特記前出]

神奈川県企業庁鎌倉水道営業
所

令和 3年 4月26日
（令和 3年 1月18日
及び同月19日職員
調査）

（不適切事項）
1 �　契約事務において、企鎌第9号鎌倉水道営業所管内配水池等構内整
備の設計額の積算に当たり、植栽手入工について、当初設計に引き続

　�き、変更設計においても、刈草・剪
せん

定材の処分料に係る消費税等を二
重に計上したため、変更後の設計額（計10,318,000円）が110,000円過
大であった。

2 �　財産管理事務において、行政資産の使用許可の手続を行わないまま
電柱に防犯灯1基が共架されているものがあった。

（要改善事項）
　「鎌倉水道営業所の機械警備業務委託契約及び清掃業務委託契約に関
する件」（前記3⑴参照）

神奈川県企業庁寒川浄水場 令和 3年 4月22日
（令和 3年 3月18日
及び同月19日職員
調査）

（不適切事項）
　工事事務において、企寒第25号寒川浄水場浸水対策（門扉部）工事の
変更設計額の積算に当たり、仮設の敷鉄板の運搬費43,680円を計上して
いなかったことなどにより、変更後の設計額（101,453,000円）が44,000
円過小であった。その結果、変更後の契約額（96,329,200円）が41,800円
過小であった。

神奈川県企業庁相模川水系ダ
ム管理事務所

令和 3年 2月 5日
（令和 2年12月21日
及び同月22日職員
調査）

（不適切事項）
　支出事務において、寒川取水施設環境整備工事（草刈）（契約額
4,785,000円）に係る第2回出来高支払額（3,220,000円）について、誤っ
て第1回出来高支払額を含めて算定したため、支払額が1,300,000円過大
であった。

　　　キ　教育委員会（5か所、7件）
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監査実施箇所名 監査実施日 不適切事項又は要改善事項

神奈川県立図書館 令和 3年 3月11日
（令和 3年 1月28日
職員調査）

（不適切事項）
　支出事務において、令和2年3月分後納郵便料金91,796円の支払に当
たり、支出手続を失念していた令和2年4月分のガス代75,318円が先に
口座振替されたことにより、前渡金受領職員公共料金口座の残高不足が
生じたため、支払期限までに支払を行っていなかった。その結果、延滞
利息1件、255円を支払っていた。

神奈川県立横浜明朋高等学校 令和 3年 2月24日
（令和 2年12月24日
職員調査）

（不適切事項）
　契約事務において、次のとおり誤りがあった。
1 �　県立横浜明朋高等学校コンピュータ教室用機器賃貸借契約ほか1件
（契約額計194,876円）の締結に当たり、履行遅滞に係る違約金の率につ
いて、神奈川県財務規則第33条第1項で定められた率である年2.6％と

　すべきところ、これを契約書に記載していなかった。
2 �　産業廃棄物収集運搬及び処分委託契約（単価契約、概算総価額
42,955円）及び一般産業廃棄物収集運搬委託契約（単価契約、概算総
価額115,500円）の締結に当たり、契約の効力を遡及するために規定し
た条文において、契約期間の開始日を規定している契約書の条項を誤
って記載していた。

神奈川県立釜利谷高等学校 令和 3年 3月 1日
（令和 2年12月 3日
職員調査）

（不適切事項）
　収入事務において、自動販売機設置場所賃貸借契約（契約総額495,000
円）に係る貸付料1件、135,000円について、調定が3月を超えて遅れて
いた。

神奈川県立平江南高等学校 令和 3年 4月26日
（令和 2年12月 4日
職員調査）

（不適切事項）
　財産管理事務において、教育財産の目的外使用許可の手続を行わない
まま電柱に通信線が共架されているものがあった。これにより、令和2
年度の共架柱に係る使用料1件、518円が徴収不足であった。

神奈川県立横浜南養護学校 令和 3年 4月 9日
（令和 3年 2月10日
職員調査）

（不適切事項）
1 �　予算の執行において、取付式内窓設置工事（契約額252,890円）の
執行に当たり、全額を「（節）需用費」とすべきところ、サッシ代金
99,000円を「（節）備品購入費」で執行していた。

2 �　契約事務において、感染症抗体検査及び予防接種業務契約（単価契
約、概算総価額453,400円）の締結に当たり、履行遅滞に係る違約金の
率及び賠償金等の徴収に係る遅延利息の率について、神奈川県財務規
則第33条第1項に基づき定められた率である年2.7％とすべきところ、
年2.6％としていた。

　　　ク　公安委員会（1か所、1件）

監査実施箇所名 監査実施日 不適切事項又は要改善事項

神奈川県川崎警察署 令和 3年 4月 9日
（令和 3年 2月26日
職員調査）

（不適切事項）
　契約事務において、女子更衣室間仕切工事（契約額207,900円）の履行
確認に当たり、神奈川県財務規則に基づく検査調書を作成していなかっ
たにもかかわらず、この場合に同規則により必要とされる支出負担行為
に係る伺いへの履行確認の月日の記載及び検査印の押印をしていなかっ
た。

　　⑵ 　不適切事項及び要改善事項が認められなかった箇所（74か所）

　　　ア　政策局（2か所）

　　　　　神奈川県統計センター、神奈川県立公文書館

　　　イ　総務局（4か所）

　　　　�　神奈川県相模原県税事務所、神奈川県横須賀県税事務所、神奈川県小田原県税事務所、神奈川県厚木県税事務所

　　　ウ　くらし安全防災局（1か所）

　　　　　神奈川県温泉地学研究所

　　　エ　国際文化観光局（1か所）

　　　　�　神奈川県立国際言語文化アカデミア（令和3年3月31日廃止）

　　　オ　環境農政局（5か所）

　　　　�　神奈川県畜産技術センター、神奈川県県央家畜保健衛生所、神奈川県湘南家畜保健衛生所、神奈川県水産技術センター内水

面試験場、神奈川県西部漁港事務所

　　　カ　福祉子どもみらい局（1か所）

　　　　　神奈川県立女性相談所

　　　キ　健康医療局（5か所）

　　　　　神奈川県鎌倉保健福祉事務所三崎センター、神奈川県小田原保健福祉事務所、神奈川県小田原保健福祉事務所足柄上センタ

　　　　ー、神奈川県立煤ケ谷診療所、神奈川県立衛生看護専門学校
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　　　ク　産業労働局（4か所）

　　　　�　神奈川県障害者雇用促進センター、神奈川県立東部総合職業技術校二俣川支所、神奈川県立西部総合職業技術校、神奈川障

害者職業能力開発校

　　　ケ　県土整備局（2か所）

　　　　�　神奈川県城山ダム管理事務所、神奈川県三保ダム管理事務所

　　　コ　企業庁（8か所）

　　　　�　神奈川県企業庁相模原南水道営業所、神奈川県企業庁藤沢水道営業所、神奈川県企業庁茅ケ崎水道営業所、神奈川県企業庁

大和水道営業所、神奈川県企業庁水道水質センター、神奈川県企業庁酒匂川水系ダム管理事務所、神奈川県企業庁相模川発電

管理事務所、神奈川県企業庁発電総合制御所

　　　サ　教育委員会（25か所）

　　　　�　神奈川県教育委員会教育局湘南三浦教育事務所、神奈川県教育委員会教育局県央教育事務所、神奈川県教育委員会教育局中

教育事務所、神奈川県教育委員会教育局県西教育事務所、神奈川県立川崎図書館、神奈川県立生命の星・地球博物館、神奈川

県立神奈川総合高等学校、神奈川県立横浜立野高等学校、神奈川県立横浜国際高等学校、神奈川県立永谷高等学校、神奈川県

立保土ケ谷高等学校、神奈川県立二俣川看護福祉高等学校、神奈川県立旭高等学校、神奈川県立白山高等学校、神奈川県立元

石川高等学校、神奈川県立川和高等学校、神奈川県立横浜桜陽高等学校、神奈川県立松陽高等学校、神奈川県立川崎工科高等

学校、神奈川県立麻生総合高等学校、神奈川県立海洋科学高等学校、神奈川県立湘南台高等学校、神奈川県立平盲学校、神

奈川県立みどり養護学校、神奈川県立えびな支援学校

　　　シ　公安委員会（16か所）

　　　　�　神奈川県加賀町警察署、神奈川県磯子警察署、神奈川県金沢警察署、神奈川県港北警察署、神奈川県泉警察署、神奈川県川

崎臨港警察署、神奈川県幸警察署、神奈川県高津警察署、神奈川県麻生警察署、神奈川県三崎警察署、神奈川県逗子警察署、

神奈川県鎌倉警察署、神奈川県大船警察署、神奈川県松田警察署、神奈川県大和警察署、神奈川県海老名警察署

神奈川県監査委員公表第17号

監査の結果に関する報告について

　神奈川県監査委員監査基準に準拠し、地方自治法（昭和22年法

律第67号）第199条第5項の規定に基づく監査を実施し、監査の結

果に関する報告を決定したので、同条第9項の規定により次のと

おり公表する。

　　令和3年9月24日

� 神奈川県監査委員　村　�上　�英　�嗣　

� 同　　　　　　　　太　�田　�眞　�晴　

� 同　　　　　　　　吉　�川　�知惠子　

� 同　　　　　　　　嶋　�村　�ただし　

� 同　　　　　　　　てらさき�　雄　�介　

第1　監査の種類

　　　財務監査（随時監査）及び行政監査

第2　監査の対象

　1　財務監査（随時監査）

　　　財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理

　2　行政監査

　　　事務の執行（1に定める監査の対象を除く。）

第3　監査の着眼点

　　�　事務事業が法令等に従って適正に行われているか、最少の

経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合

理化に努めているかなどに着眼して監査するものである。

第4　監査実施箇所数

　　　本庁機関3か所

第5　監査実施期間

　　　令和3年4月22日から同年6月21日まで

第6　監査の実施内容

　1　臨時財務監査

　　�　新型コロナウイルス感染症対策への対応状況等に鑑み、こ

れまで令和元年度の事務事業を対象とした財務監査を実施し

ていなかった機関のうち本庁機関2か所において、令和元年

度の事務事業を対象として、次の各事項について臨時に監査

した。なお、必要に応じて過年度の事務事業も対象とした。

　　⑴　予算執行の適否

　　⑵　収入の適否

　　⑶　支出の適否

　　⑷　会計事務処理の適否

　　⑸　契約締結手続及び履行の適否

　　⑹　課税徴収事務の適否

　　⑺　工事執行の適否

　　⑻　補助金その他財政的援助の適否

　　⑼　現金及び有価証券の出納保管の適否

　　⑽　財産の取得、管理及び処分の適否

　　⑾　庶務事務執行の適否

　　⑿　その他必要と認める事項

　　�　また、公益社団法人神奈川県農業公社に対して実施した令

和2年の財政援助団体等監査を踏まえ、県が同公社に交付し

た農地集積推進事業費補助金の補助対象経費について確認す

る必要があると認められたことから、同公社に対して財政的

援助等を行っている本庁機関1か所において、当該補助対象

経費の状況を臨時に監査した。

　2　臨時行政監査

　　�　上記の3か所のうち、これまで令和元年度の事務事業を対

象とした財務監査を実施していなかった2か所において、1
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の監査と併せて、次の各事項についても臨時に監査した。

　　⑴　事務事業執行の適否

　　⑵　組織及び執行体制の当否

　　⑶　その他必要と認める事項

第7　監査の結果

　1　要改善事項が認められた箇所（1か所）

　　�　臨時財務監査を実施した次の本庁機関1か所において要改

善事項が1件認められた。

　　⑴　監査実施箇所

　　　　環境農政局農政部農地課

　　⑵　監査実施日

　　　　令和3年6月7日（令和3年2月25日職員調査）

　　⑶　要改善事項

　　　�　公益社団法人神奈川県農業公社における補助対象経費の

算定に関する件

　　　�　農地集積推進事業費補助金の交付に当たり、公益社団法

人神奈川県農業公社（以下「農業公社」という。）の事務所

の賃借料全額を補助対象経費として算入しており、補助対

象経費の算定が事務所の使用実態を反映した適正なものと

なっていなかった。

　　　�　県は、効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農

用地等の利用集積を一層推進することを目的として、農地

中間管理機構等の有する農用地等の再配分機能を活用し、

規模縮小農家等から農用地等を買い入れて、認定農業者等

に売渡し又は貸付けを行う農地集積推進事業を行っている。

そして、県は、農地中間管理機構として指定した農業公社

に対し、神奈川県農地集積推進事業費補助金交付要綱（以

下「交付要綱」という。）等に基づき、農地集積推進事業に

必要な経費を対象として、農地集積推進事業補助金（令和

元年度補助金額8,701,000円）を交付しており、補助金の交

付に係る事務は環境農政局農政部農地課（以下「農地課」

という。）が所管している。

　　　�　交付要綱によれば、補助対象経費は業務費、利子補給費、

事業運営助成費及び集積促進費に区分され、このうち業務

費については、農地集積推進事業として行う農用地等の買

入れ及び売渡し業務に要する旅費交通費、事務所借上費、

県からの派遣に伴う人件費等が補助の対象とされている。

そして、農業公社は、業務費に係る補助対象経費の算定に

当たり、事務所借上費については、横浜市に所在する事務

所の賃借料全額（令和元年度支払額2,162,051円）を算入し

ている。

　　　�　しかしながら、農業公社は、農地集積推進事業に係る業

務のほか、農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく

農地中間管理事業等に係る業務も行っており、これら業務

の実施に当たっても上記の事務所を使用している。そして、

農業公社は、このような状況であるにもかかわらず、これ

らの業務ごとの事務所の使用割合等を把握しないまま、事

務所の賃借料全額を補助対象経費として算入していたもの

で、補助対象経費の算定が事務所の使用実態を反映した適

正なものとなっていなかった。

　　　�　したがって、農地課において、事務所における業務ごと

の使用実態を農業公社に調査させるなどして的確に把握し、

その結果に基づき、補助の対象とする事務所借上費につい

ての合理的な基準を定めるなどして、農地集積推進事業補

助金の補助対象経費が適正に算定されるよう改善する必要

がある。

　2  　不適切事項及び要改善事項が認められなかった箇所（2か

所）

　　�　臨時財務監査及び臨時行政監査を実施した次の本庁機関2

か所において不適切事項及び要改善事項は認められなかった。

　　⑴　政策局

　　　　政策部総合政策課

　　⑵　産業労働局

　　　　中小企業部金融課


